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1　産　業　政　策

(1)経済の概況

本市経済は、九州の中枢管理都市としての特性を背景に、就業者教において、第1次産業8,321人、第2次産業

48,319人、第3次産業191,763人(産業別15歳以上就業者数昭和60年国勢調査)という産業構造をベースにした第3

次産業主導型の消費都市として発展してきている.

近年、九州自動車道の整備、重要港湾熊本港の建設、熊本空港の国際化など、陸・海・空にわたる基幹交通運

輸ネットワークの拡充が進められ、その拠点性を一層高め、地域経済の活性化を図るための要件が整備されてい

る。また、産・学・住の調和のとれた新しい地域開発をめざすテクノポ1)ス構想、コンピュータネットワークや、

通信システムの飛躍的発展等による高度情報化社会-の移行に対応したニューメディア・コミュニティ構想及び

テレトピア構想のモデル地域の指定を受けろなど、本市を取り巻く経済環境は更に発展すべき諸条件を備阜てき

mstm

このような条件整備の進むなか、一方では円高の進行や産業構造調整は本市経済に徐々に影響を及ぼしてきて

いる。

本市は57万余の人口を有し、福岡市、北九州市に次く。九州第3位の人口規模であり、平成2年には60万人とな

ることが予想され、 I C関連企業、情報関連企業の立地が進んでいることもあり、先端技術産業の集積、高度情

報化社会における広域流通ネrヅトワークの核としての熊本市流通情報会館の完成、更には1.5次産業等の新しい

産業の展開により、 21世紀に向けた経済の活性化が期待されている。
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(2)熊本テクノポリス

テクノポリスは、 21世紀を展望しつつ、先端技術を核として、産・学・住が調和した地域社会を形成しようと

する新しいまちづくりである.

熊本テクノポリスは、 I C関連産業をはじめとする先端技術企業の誘致はもとより、地元企業の技術高度化を

大きなねらいとするもので、第2次産業はもちろん、全ての産業の活性化につながるものである.

圏域内各町とともにテクノポリスの母都市として位置づけられた熊本市においては、特に情報、流通、学術研

究、医療、福祉等の高次都市機能の拡充をはかるとともに、多数の地域産業を有する立場から、地域産業の振興

のための手短的かつ主体的な対応をすすめていかなければならない。

経　　　緯

昭和55年3月　「80年代の通産政策ビジョン」においてテクノポリス構想の提言

56年6月　調査対象地域の指定(全国19地域)

58年5月　高度技術工業集積地域開発促進法(テクノポリス法)公布

11月　(財)熊本テクノポリス財団、 (財)熊本テクノポリス技術開発基金設立

59年3月　熊本テクノポリス開発計画の承認(テクノポリス地域の指定)

60年4月　電子応用機械技術研究所開設

61年4月　テクノ・リサーチパーク分譲開始

11月　テクノポ1)スセンター開館

計画の概要

ア　対象地域(2市12町2村、面積95,600ha、人口793千人)

母都市・・-・熊本市ほか9町(熊本都市計画区域)

テクノ回廊一一菊池市ほか3町2村

イ　目標年次　　平成2年度

ウ　熊本テクノポリス実現の方向

①　熊本テクノポリスを構成する基幹的先端技術産業

A:(AUTOMATION)　　　　　　　　　　応用機械産業

B:(BIOTECHNOLOGY)　　　　　　　　バイオテクノロジー産業

C:(COMPUTER)　　　　　　　　　　　コンピューター産業

D:(DATA PROCESSING)　　　　　　　情報システム産業

②　地域企業の技術高度化

中核的推進機関として財団を設立し、次の事業を行う。

(財)熊本テクノ
ポリス財団

(財)根本テクノポリス
技術開発基金

技術開発事業-一一・電子応用機械技術研究所による研究開発の推進

情報授供事業-一一・文献、特許、商品、市場、ソフトウェア、地域データベース等
の情報の提供

人材育成事業-一一・電応研によるOJで研修等

薫
務保証、低利融資事業-研究開発型企業に対する債務保証・低利融資

修、指導事業・・一一・ 「熊本テクノ大学」による人材育成

査、研究事業

③　高度技術開発企業の立地促進

産業コンプレックスを形成する4つの基幹的先端技術産業について、生産部門とあわせ研究開発部門の
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誘致を図る.

企業誘致活動の積極的展開

補助、融資制度の拡充

立地条件の整備

④　施設の整備

工業団地、工業用水道、河川排水路、道路、流通業務団地など

⑤　定住拠点の整備

住宅、公園、下水道、教育文化施設など

⑥　農林水産業の健全な発展との調和

(3)高度情報化社会への対応

我が国が; 21世紀にむけて技術立国や高度情報化を進めていくなかで、本市は、地方の特性を生かした高質な

情報の生産、収集、蓄積や供給の基地として、産業、学術、文化の活動が、創造的、国際的に展開されていく情

報感度の高いまちづくりを目指している.

このようななかで、本市は、昭和59年10月通産省からニューメディア・コミュニティ構想モデル地域に指定さ

れ、また昭和60年3月郵政省から未来型コミュニケーションモデル都市(チ,レトピア)構想の地域指定を受けて

いる。

ニューメディア・コミュニティ構想は、本市の産業構造の特性を生かした広域流通ネヅトワークシステムの形

成を図るとともに、九州における流通拠点化を目指すものである。

この広域流通ネットワークシステムは、今後、高度情報化社会-の移行が急速に進むなかで第3次産業中心の

産業構造が情報産業を包含した形で発展していくことが予測されることから、高度な情報処理技術、通信処理技

術を駆使した総合的な情報網、すなわち、地域VANを構築するものである。

具体的には、卸・小売業を中心に製造業、運輸・倉庫業、金融業などの企業間に情報ネットワークを形成し、

商品情報等のデータべ-スサービス、受発注・配送・決済オンラインサービス、事務処理オンラインサービス、

相談・教育サービス等を提供するものである。

このネットワークの構築・運営の主体となる「㈱熊本流通情報センター」が第三セクター方式で昭和62年8月

に設立され、現在先行モデルシステムの運用を開始しており、概ね62年度から5カ年で全体計画を達成する予定

である。

未来型コミュニケーションモデル都市(テレトピア)構想は、高度情報化という新しい流れに対応して、他地

域に先駆けニューメディアの導入により、豊かな生活環境の整備や地域産業の振興を図り、活力ある快適な地域

社会の形成、発展を推進するものである。

既に、生活、産業、社会の各分野において地域の実態に即し、地域のニーズに応じた次の5つのシステムが運

用されている。

①　熊本情報案内システム(KINGS)

②　図書館情報ネットワークシステム

③　熊本総合行政情報システム

④　健康管理情報システム

⑤　テクノポリス技術情報システム
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(4)経済統計

ア　商　　　　業

業種別商店数・従業員数・年間販売額
(昭和60年商業統計調査結果)

業 種

商 店 数 従 業 者 数 年 間 商 品 販 売 額

昭 和 5 7

年 実 数

昭 和 6 0 年 昭 和 5 7

・ H &

昭 和 6 0 年 昭 和 5 7

年 実 数

昭 和 6 0 年

実 数 構 成 比 実 数 構 成 比 * & 構 成 比

卸 小 売 . 業 計 1 0 .8 8 4 1 0 , 0 3 0

% 人 人 % 万 円 万 円 %

6 4 , 7 9 7 6 2 .8 5 3 2 0 1 , 1 9 8 ′7 2 8 2 1 8 , 2 1 8 ,2 9 6

卸 売 業 計 2 ,6 6 3 2 ,4 8 0 1 0 0 2 6 .2 3 1 2 5 , 3 3 5 1 0 0 1 4 3 ′9 4 7 ,6 5 1 1 5 5 ′㌶ 6 , 6 7 7 1 0 0

各 種 商 品 卸 売 業
- 5 0 .2 - 1 0 7 I - I ∫

繊 維 品 ∵卸 売 業 3 3 3 0 1 .2 2 0 9 2 8 7 1 .1 4 4 3 .8 7 0 6 7 5 , 5 2 6 0 .4

衣 服 身 の ま わ り品 卸 売 業 2 0 3 1 6 9 6 .8 1 ,7 3 1 1 ′3 2 1 5 .2 5 , 3 1 2 , 48 1 4 , 1 5 5 ′0 7 9 2 .7

農 畜 産 物 . 水 産 物 卸 売 業 3 0 4 3 0 5 1 2 .3 3 ,8 7 7 4 ′0 4 8 1 6 .0 4 7 , 1 2 5 , 0 7 6 5 4 , 8 9 1′8 6 6 3 5 .3

食 料 . 飲 料 卸 売 業 3 7 1 3 7 3 1 5 .0 3 ′8 7 7 3 ,6 0 4 1 4 .2 17 ′0 6 1 , 9 0 0 17 , 1 5 0 ′4 9 2 l l .0

医 薬 品 . 化 粧 品 卸 売 業 17 8 1 7 3 7 .0 2 .5 0 4 2 ,4 7 7 9 .8 10 ′2 0 0 , 7 1 6 1 2 , 6 2 9 , 4 2 0 8 . 1

化 学 製 品 卸 売 業 7 0 7 3 2 .9 6 3 4 5 8 7 2 .3 3 ′4 2 6 , 3 1 3 3 ,0 6 3 .4 4 6 2 .0

鉱 物 . 金 属 卸 売 業 8 0 6 9 2 .8 7 7 7 5 4 7 2 .2 l l , 0 9 4 , 0 8 6 6′7 1 7 ,0 1 8 4 .3

故 紙 器 具 卸 売 業 6 4 3 5 9 2 2 3 .9 6 , 4 4 0 6 .4 3 6 2 5 .4 2 6 , 5 8 6 . 7 8 4 2 9 ,4 5 1 .7 3 3 1 9 .0

建 築 材 料 卸 売 業 3 2 4 2 9 8 1 2 .0 2 ,7 3 9 2 ,7 0 0 1 0 .7 l l , 4 3 9 ′3 7 6 l l ,4 8 3 .0 6 6 7 .4

家 具 . 建具 . じゆ う器卸売業 1 4 9 1 0 4 4 .2 9 3 4 7 3 8 2 .9 2 , 8 8 0 ′1 5 2 2 , 2 4 7 ′9 2 7 1 .4

再 生 資 療 卸 売 業 5 3 4 4 1 .8 2 8 6 2 3 1 0 .9 エ 1 .8 18 .3 9 9 1 .2

そ の 他 の 卸 売 業 2 5 4 2 4 4 9 .8 2 , 2 1 3 2 ′2 5 1 8 .9 7 ′0 8 3 , 2 1 8 1 0 ,3 0 8 ,2 5 0 6 .6

代 理 商 . 仲 立 業
I エ .ど ∫ X I E

小 売 業 計

各 種 商 品 小 売 業

8 ,2 2 1

1 9

7 ,5 5 0

1 6

1 0 0

0 . 2

3 8 . 5 6 6

3 , 2 2 4

3 7 , 5 1 8

3 . 1 7 4

1 0 0

8 .5

5 7 ,2 5 1 , 0 7 7

1 0 ,8 4 9′7 1 3

6 2 ,9 3 1 .6 1 9

1 2 ,7 1 3 ,0 7 1

1 0 0

2 0 .2

歳軌 衣服.身のまわ り晶 小売業 1 .0 7 5 1 . 0 1 5 1 3 . 4 4 , 9 1 9 5 , 0 3 9 1 3 .4 6 ,8 3 7 ′3 8 6 6 ,4 3 5 一6 3 0 1 0 .2

飲 食 料 品 小 売 業 3 . 3 5 3 3 . 0 0 6 3 9 . 8 l l , 8 6 6 1 2 . 0 7 0 3 2 .2 1 4 ,2 1 5′5 0 7 1 5 .9 8 6 .8 4 1 2 5 . 4

自動 車 - 自転車 .荷車等小売業 4 7 4 4 4 6 5 . 9 4 , 2 0 5 3 . 63 1 9 .7 8 ′1 1 5 , 9 0 1 9 ,5 4 4 ′2 1 2 1 5 . 2

家 具 .建 具 . じゆ う削 、売 業 8 7 1 7 6 0 10 . 1 3 .3 7 6 3 , 0 7 1 8 . 2 4 ′8 0 7 , 19 4 4 ′7 6 2 ,6 2 1 7 . 6

そ の 他 の 小 売 業 2 ,4 2 9 2 , 3 0 7 3 0 . 6 1 0 ,9 7 6 1 0 , 5 3 3 2 8 . 1 1 2 ′42 5 ,3 7 6 1 3 ,4 8 9 ,2 4 4 2 1 . 4

飲 食 店 2 ,9 5 0 2 , 6 8 8 -
1 0′7 9 5 l l , 1 3 7

-
4 一24 0 ,8 0 1 4 .9 5 8 .3 1 7

-

(荏)　昭和60年欄の飲食店については、 61年商業統計調査結果の数値による
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イエ　業

産業別事業所数・従業者数・製造品出荷額等(管透為義禁)　　(昭和62年工業統澗査結果)

J*

*

I

°・

産 業 中 分 類

事 業 所 数 従 業 者 数 製 造 品 出 荷 額 等

昭 和 6 1

年 実 数

昭 和 6 2 年 昭 和 6 1

^ S K

昭 和 6 2 年 昭 和 6 1

年 実 数

昭 和 6 2 年

実 数 構 成 比 実 数 構 成 比 実 数 構 成 比

総 数

食 料 品 製 造 .莱

9 1 0

2 9 2

8 4 7

2 7 0

潔 人 人 潔 万 円 万 円 %
1 0 0

3 1 .6

2 2 , 6 5 8

6 , 5 8 1

2 1 , 7 8 5

6 , 1 4 8

1 0 0 . 0

2 8 . 2

4 2 , 0 8 4 , 2 5 3

1 0 ,7 5 4 ′6 4 7

4 0 , 6 0 6 , 1 8 3

9 , 9 8 6 ,6 3 6

1 0 0 . 0

2 4 . 6

飲 料 . 飼 料 . た ば こ 製 造 業 1 4 1 5 1 . 8 9 9 7 9 8 0 4 . 5 6 , 0 0 4 , 18 4 5 , 9 0 9 , 1 9 1 1 4 . 6

繊 維 工 業 1 8 1 7 2 . 0 2 4 0 2 1 7 1 . 0 2 0 1 , 3 9 1 2 2 9 ,3 7 4 0 . 6

衣 服 l そ の 他 の 放 維 製 品 製 造 業 5 5 5 0 5 . 9 1 , 3 4 9 1 , 2 9 6 5 . 9 5 9 9 , 5 2 2 5 0 9 ,8 2 2 1 、 3

木 材 . 木 製 品 製 造 業 3 6 3 2 3 .8 3 9 6 3 5 0 1 . 6 5 0 1 , 3 6 3 4 5 4 ,7 9 9 1 . 1

家 具 . 装 備 品 製 造 業 4 8 5 6 6 . 6 6 0 4 6 6 1 3 . 0 5 2 1 , 6 7 7 6 9 9 ,3 6 0 1 . 7

パ ル プ 一紙 . 紙 加 工 品 製 造 業 1 4 1 4 1 . 7 2 2 1 2 1 9 1 . 0 3 1 3 , 4 4 2 3 1 3 ,3 6 7 0 . 8

出 版 . 印 刷 . 同 関 連 産 業 1 3 6 1 2 7 1 5 . 0 2 , 4 0 5 2 , 4 0 1 l l . 0 2 ,7 0 4 , 18 0 2 , 9 6 0 , 1 6 5 7 . 3

化 学 工 業 1 5 1 5 1 .8 1 , 0 1 2

2 9 5

8 5 1 3 . 9 2 ,3 9 2 , 1 0 3 2 ′0 2 1 , 8 9 3 5 . 0

石 油 製 品 . 石 炭 製 品 製 造 業 - - - - - - - -

プ ラ ス チ ッ ク 製 品 製 造 業 1 7 1 4 1 . 7 2 1 3 1 . 0 3 8 3 , 7 7 0 2 9 7 , 3 3 5 0 . 7

ゴ ム 製 品 製 造 業 3 3 0 . 4 5 0 7 5 1 3 2 . 4 5 6 4 , 0 7 2 6 1 7 , 5 3 1 1 . 5

な め し 革 . 同 製 品 . 毛 皮 製 造 業 3 2 0 . 2 2 9 ユ、 I 1 5 , 5 9 6 .ど I

窒 業 . 土 石 製 品 製 造 業 3 9 3 6 4 . 3 6 3 1 6 5 5 3 . 0 8 2 0 , 3 8 1 7 7 8 ′6 1 7 1 . 9

鉄 鋼 業 7 1 0 1 . 2 8 5 1 0 7 0 . 5

5 . 8

1 9 1 , 1 3 1 1 7 2 , 3 3 9 0 . 4

非 鉄 金 属 製 造 業 - - - - - - - -

金 属 製 品 製 造 業 7 0 6 1 7 . 2 1 , 3 2 0 1 , 2 5 8 1 ,4 8 1 , 7 9 2 1 , 5 4 4 , 4 6 3 3 . 8

一 般 機 械 器 具 製 造 業 3 8 3 0 3 . 5 9 5 1 8 9 1 4 . 1 8 8 1 , 3 0 1 8 5 0 , 6 2 1 2 . 1

電 気 機 械 器 具 製 造 業 2 5 2 6 3 . 1 4 , 2 0 8 4 , 2 6 6 1 9 . 6 1 2 ,9 1 7 , 4 5 7 1 2 ′5 3 0 , 5 5 3 3 0 . 8

輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 4 5 0 . 6 1 2 3 1 3 4 0 . 6 1 5 4 , 0 9 0 9 7 , 1 3 6 0 . 2

fi t ffi 執 械 器 具 製 適 業 4 3 0 . 4 5 9 X ユ. 3 7 , 0 4 6 £ I

そ の 他 の .製 造 業 7 2 6 1 7 . 2 6 4 5 5 5 9 2 . 6 6 4 5 , 1 0 8 5 9 0 , 4 5 9 1 . 5
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朋別事業所数・従業者数・製造品出棚等(管透鳥晶禁) (昭和62年工業統計調査結果)

規 模

事 業 所 数 従 業 者 数 製 造 品 出 荷 額 等

昭和 6 1年

実 数

昭 和 6 2 年 昭和 6 1年

実 数

昭 和 6 2 年 昭 和 6 1年

実 数

昭 和 6 2 年

突 撃 構成 比 実 数 構 成 比 実 数 構 成 比

総 数 9 1 0 8 4 7

% 人 人 % 万 円 万 円 %

1 0 0 2 2 ,6 5 8 2 1 ,7 8 5 10 0 .0 4 2 ,0 8 4 ,2 5 3 4 0 ′6 0 6 , 18 3 1 00 .0

4～ 9人 5 1 0 4 7 3 5 5 .9 3 ,1 1 0 2 ,9 6 5 13 .6 2 ,4 4 4 ,3 0 2 2 ′4 5 0 ,8 2 2 6 .0

1 0 - 1 9人 1 9 3 1 6 9 2 0 .0 2 ,6 5 3 2 ′3 5 7 10 .8 3 ,2 7 8 ,4 15 3 , 13 8 ,3 5 9 7 .7

2 0 ~ 2 9人 8 2 8 5 1 0 .0 2 ′0 3 4 2 , 1 19 9 .7 2 , 45 2 , 1 93 2 , 52 1 ,8 6 0 6 .2

3 0 ~ 4 9人 5 0 4 5 5 .3 1 ,9 3 1 1 ,7 15 7 . 9 2 ′57 6 ,3 3 5 2 ′48 4 ,7 2 6 6 .1

5 0 ~ 9 9人 4 5 4 0 4 -7 3 ,2 2 8 2 , 7 3 1 12 . 5 5 , 5 2 4 ,8 2 3 4 ,8 4 8 ,6 7 9 l l .9

1 0 0 ~ 19 9人 18 2 2 2 .6 2 , 55 5 2 ,8 6 2 1 3 .1 4 ,7 9 8 ,4 7 0 5 ,1 5 9 ,0 1 9 1 2 .7

2 0 0 ~ 2 9 9人 4 4 0 .5 96 2 3= ∫ . 1 ′9 5 8 ,8 6 2 ここ こと

3 0 0 ~ 4 99 人 5 7 0 .8 1 ′8 9 6 2 ,6 4 4 1 2 .1 5 ,6 6 4 ,7 8 1 7 ,0 9 6 ′9 17 1 7 .6

5 0 0人 以 上 3 2 0 .2 4 ,28 9 I X 1 3 ′3 8 6 ,0 7 2 I 3 =

(5)産業文化会館

熊本市産業文化会館は、 (1)地場産業の振興、 (2)市民文化の振興奨励と創造的活動の助長推進、 (3)消費生活に

関する情報の提供、消費者活動の助長推進、 (4)地元中小企業の共同化による近代化高度化の推進の四つの機能

を有する産業文化の拠点として建設したものである.

所在・地　　熊本市花畑町7番10号

設置主体　　熊　本　市

構　　造　　鉄骨鉄筋コンクリート造地上8階地下1階

数地面横　　2, 214nS

建物面積　延床面積11,849nf (うち駐車場429nf)

建設費　総事業費　約2,650,000千円

付属施設　　駐車場　31台

開　　館　　昭和56年3月15日

主な施設

7 F　　　大ホール(定員700名)

6F　　　会議室(研修室)　7室

5 F　　　総合展示場、熊本産業貿易振興協会工業製品常設展示場

4 F　　経済懇話室、金融指導課、日本貿易振興会鯉本貿易情報センター、市観光協会

熊本産業貿易振興協会、熊本県貿易協会、熊本パーいくソク、婦人生活課分室

3F　　小ホール、県物産館、観光情報セソタ-、県バス協会、会館管理室

2 F-B 1 P　産業文化会館出店者協同抱合(店舗)、熊本市商店街連合会
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会館使用料

rs

使用時間

使用場所

午 前 午 後 夜 間

冷 暖 房 使 用 料
9 :00- 12 :oo 13 ‥00~ 17 ‥00 18 :00~ 22 ‥J00

大ホール
平 日

円

5,000

円

10,000

円

13,000

円

1時間につき2,000
土、日、休日 6,000 12,000 16,000

小ホール

平 日 3,000 5′000 7,000

1区分につき1,500
土、日、休日 3,600 6,000 1,400

第 1会議室 (洋室20名) 2.000 2,500 2′500

1.区分につき200

第 2会議室 (洋室24名) 900 1,300 1′300

第 3会議室 (洋室30各) 1′000 1,600 1,600

第 4会議室 (和室15畳) 1,300 2,000 2,000

第 5会議室 (洋室50名) 1,800 2,500 2,500 1区分につき300

第 6会議室 (洋室130名) 2,800 4,100 4,100 1区分につき800

視聴覚研修室 (洋室60名) 1′900 2,800 2,800 1区分につき400

総合展示場 (379nf) 1 日 (9 ‥00~ 22 :00) 18,950 1 日3,790

(注)　使用者が入場料その他これに頬するものを徴収し、又は営利を目的として使用するときの

使用料は、本表の使用料の2倍の料金とする.

会館利用状況

区

分

午

大 ホ ル 小 ホ ル 会祝

議聴

室

紘

A
口

集式 音 歌
楽謡

演 日 請

演

そ

計

集式 研講

修演

立
■ヨ

嘩 日 展 そ

計

A
33T

∠ゝ シ
苧 ヨ -A 痩

請
の

他

A
:rr

会′ム
23T 莱

A
23:

刺 舞
示

A
as:

の

他

覚

( 防

展

大
・i; .

演 洋 大 講 ふ 演 洋 六
修 示

皮 会典
奏浪
全 曲 フて

舞 冒

A
3T

会 典
s s
会議 tZST

顔
室

) 塞
m

59 98 117 14 4 9 22 47 3 47 27 147 2 54 179 37 7 453 3 ,319 262

60 114 124 8 3 0 25 70 37 1 23 110 4 52 180 26 5 400 3 ,205 278

61 89 111 15 4 9 12 100 376 27 18 7 2 50 134 23 14 437 2 ,862 266

62 104 112 20 3 2 17 8 4 369 7 18 9 0 52 131 28 ll 418 3 ,196 234

63 115 118 ll 3 2 24 77 377 ll 226 3 53 76 8 36 413 3,419 245

区

分

大 ホ ー ル 小 ホ し ル

公 . 文 価

人

計

公 文 個

人

計午
共 化 般 共 化 般

皮 体 体 体 体 体 体

59 40 29 273 5 347 74 12 35 2 15 453

60 47 35 283 6 371 57 9 32 9 5 400

61 32 27 3 14 3 376 50 2 38 4 1 437

62 35 23 304 7 369 49 2 36 6 1 413

63 61 19 270 27 377 6 1 4 34 2 6 413
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事輪読2

設
地

施)

所

関

数

駐

投

払

両

観

lHIHl f
^
^
K
]
国

在

章

票

戻

替

覧

地

月

額

場

所

所

所

席

(2)競輪事業の実績

業

熊本市水前寺5丁目23番1号

昭和25年7月

40,000nf　競走路1周500m　9卓立

33,746ni　(2,242台収容)

投票所数　7　　窓口　290

払戻所数　5　　窓口109

両替所数　5　　窓口　23

定　　員

15,000人

一般　　3, 300人

立見　　9,583人

特別観覧席　2,117人(昭56. 4開設)

年 度

区 分

59 60 61 62 63

開 催 回 数 13 12 15 15 14

開 催 日 数 75 72 8 1 8 1 78

A ォ 」 451 ,175 436 ,958 48 1,032 47 1,29 9 439 ,634

収 入 千 円 千 円 千 円 千円 千円

入 場 料 (普通席 ) 22 ,558 21,848 24 ,0 52 23 ′564 21 ,982

′′ (特別庸 ) 89 ,846 8 6,226 92 ,400 97 ,493 90 .030

車 券 売 上 17 ,49 1,20 2 17 ,214,492 28 ′00 4 ,977 20 ,406 ,123 20 ,441 ,230

そ の 他 の 収 入 62 ′55 0 77 ,732 8 6 ,028 112 ′237 136 ,288

前 年 度 繰 越 金 43 ,7 17 1 ,8 36 65 ,375 121 ,926 272 ,781

支 出

経 常 経 費 150 ,338 167 ,455 251 ,957 345 ′310 337 ,96 1

開 催 経 費 14 ,802 ,751 14 ,531 ,867 23 ,797 .722 17 ,051 ,108 17 ,056 ,005

交 付 金 1 ,248 ,695 1′19 1,025 1 ,925 ,678 1,375 ,295 1 ,400,396

施 設 関 係 108 ,089 46 ,412 275 ,549 66 ,849 78 ,463

一 般 会 計 繰 出 金 1 ,400 ′000 1,400 ,000 1 ,900 ,000 1′650 ′000 1 ,850 ,000

(3)競輪事業収益金の使途
(単位　千円)

分

午
土 木 . 住 宅 関 係 民 生 関 係 教 育 関 係 衛 生 関 係

災 害 復 旧

工 事 関 係

そ の 他 合 計

59 5 1 9 ,4 0 0
%

3 7 . 1 1 2 4 .6 0 0

%

8 .9 2 8 0 . 0 0 0
X

2 0 .0 18 0 , 6 0 0
%

1 2 . 9 0
X
0 2 9 5 .4 0 0

%

2 1 . 1
1 ,4 0 0 ,0 00

%
1 0 0

6 0 5 4 3 .2 0 0 3 8 .8 1 9 6 ,0 0 0 1 4 .0 1 9 7 ′400 1 4 . 1 18 4 .8 0 0 1 3 . 2 1 .4 0 0 0 . 1 2 7 7 ,2 0 0 1 9 . 8 .1 ′4 00 ,0 0 0 1 0 0

6 1 8 6 6 ,4 0 0 4 5 .6 1 3 6 .8 0 0 7 .2 3 6 1 .0 0 0 1 9 . 0 1 2 3 .5 0 0 6 . 5 0 0 4 1 2 .3 0 0 2 1 .7 1 . 9 0 0 , 0 0 0 1 0 0

6 2 8 3 9 ,8 5 0 5 0 .9 1 1 3 ′8 50 6 . 9 3 3 4 .9 5 0 2 0 . 3 7 7 ′55 0 4 .7 0 0 2 8 3 ,8 0 0 1 7 .2 1 , 6 5 0 , 0 0 0 1 0 0

6 3 8 5 1′000 4 6 .0 2 2 9 . 4 0 0 1 2 . 4 3 3 1 . 1 0 0 2 0 .6 6 1 .0 5 0 3 .3 5 .5 5 0 0 .3 3 2 し 900 1 7 .4 1 .8 5 0 .0 0 0 1 0 0
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IJ

3　観　　　光

(1)概　　　況

夏目淋石によって「森の都」と名付けられた本市は、豊かな線に恵まれ、日本三名城の一つ「熊本城」、清列

な湧水の「水前寺成趣園」をはじめとする数多くの歴史的観光資源を有している。

このような歴史的文化遺産と、昨年完成した熊本城長塀通り(シンボルロード)等に象徴される近代的な街

なみとが旨く調和した都市全体を魅力的要素とする``衝づくり観光" ``都市観光''に取り患み、毎年、全国各

地や外国から500万人を大幅に超える観光客を迎えている.

また、九州の中央に位置、し、東に「阿蘇くじゅう」、西に「雲仙天草」の二大国立公園を配する地理的利便性

を活かし、九州の縦のルート、横のルートを結ぶ広域観光にも取り観む一方、昭和61年の「国際観光モデル地

区」指定とも相まって、九州国際観光ルートの要衝として国際色豊かな魅力ある都市へと変貌している。

さらに、コンベンションをこれからの観光の柱と位置づけ、昨年10月に「熊本コンベンション推進協議会」

を設立、 12月には「国際コンベンション・シティ」の指定を受け、 21世紀に向けてのコ・ソペンション・シティ

づくりを推進している。

そのほか剣聖官本武蔵が、兵法五輪の書を著した「霊巌洞」や、小説「草枕」ゆかりの地をつつみこんだ広

大な西山地区の自然を活かした観光開発も進み、これからの観光地として期待されている。

(2)観光振興対策

ア　観光客の誘致及び受け入れの充実

コンベンション対策

本市は他都市に先駆け、全国・九州規模のコンベンション誘致に積極的に取り範んできたが、昨年12月

の「国際コンベンション・シティ」指定を期に、国際コンベンションの開催にも目を向け、今後は、昨年

10月に設立した「熊本コンベンション推進協議会」の活動をとおして、内外コンペソショソの誘致、支援

に取り魁む。

国際観光振興

国の「国際観光モデル地区」指定を受け、外国人観光客が安心して一人歩きできる環境の整備を推進する.

また、海外族行が自由化となった韓国からの誘客を図ることを目的に本年より韓国での国際観光振興展

に出展する。

観光宣伝隊の派遣・参加

観光宣伝隊を魁線し、各地の学校、会社、旅行業者等を訪問、あるいは現地観光懇談会を開催し、本市

の観光宣伝ならびに観光事情の説明に努めるとともに、広域観光の立場から各種広域観光協議会等の宣伝

隊にも参加する。

観光展の開催

観光展の開催により、新たな観光需要市場の開拓を図る。

また、国内最大観光市場である関東地方からの誘客促進を図るた妙銀座熊本館において観光展を開催す

る。
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新婚族行誘致

新婚客の招待事業を本年より新たに実施することにより、新婚族行地としての本市のイメージアップを

図る。

また、一生の記念になるようなメッセージを新婚客へ贈呈することにより熊本を記念すべき土地として

強く印象づけ、将来、家族での本市への再訪問に繋げる.

観光人づくり対策

観光客への温かいもてなしの心及び本市観光に対する認識の向上を目的に、全ての観光関連業界の経営

者から第-線の従業員までを対象にきめ細かな研修を実施する.

観光映画・ビデオテープの輯用

市制100周年記念として新たに観光映画(16b皿カラー)を作製するとともに、ビデオデッキの普及に対応

するため同作品をビデオテ-プ化し各種宣伝に広く活用する。

郷土芸能の夕べ開催

毎週土曜日の夜、産業文化会館で、来熊客に本市の伝統芸能である「肥後にわか」、 「郷土民踊」、 「観光

映画」を披露する。

観光流動調査事業

来熊観光客に対しアンケート形式により、本市-の観光動向を把達し、観光行政に反映させるもの。

観光くまもと都市づくり対策事業

観光地を紹介するための各種説明板や目的地への円滑な誘導のための標識、案内板、さらに本市の中心

的な交通機関である市電の電停表示塔を都市景観にマッチしたデザインで整備拡充を図る。

観光地基盤整備事業

観光地の雰囲気にあった、観光的要素を盛り込んだ美粧化公衆トイレを設置する。

観光ルート整備事業

本市の主要観光地である水前寺・江津湖周辺、及び立田自然公園周辺に、それぞれの観光地ゾーンを中

心とした分りやすく、観光客が歩いて行けるようなルート表示や案内板を設置する。

百梅園整備事業

細川藩時代の家老の別荘地であり、隣接する叢桂園・釣耕園と一帯化した整備構想のもとに百梅園の整

備を行う。

熊本城ガイドシステム

案内板や説明板だけに依存している小グループでの入園者に対し、より一層のサービスの教化を図るた

め、坑内の案内・説明を行うガイドシステムを導入する.
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イ　観光客の動向

Si

項 目

午

観 光 客 数 対 59 年 比 対 前 年 比 宿 泊 客 数 滞 留 率

59 4 ,90 1 千 人 100 101 .8 1 ,8 14 千人 37 .0 %

60 4 ,909 100 .2 100 .2 1 ,8 98 38 .7

6 1 5 ,326 108 .7 108 .5 2 ,178 40 .9

62 5 ,302 108 .2 99 .5 2 ,230 42 .1

63 5 ,272 107 .6 99 .4 2 ,245 42 .6

(3)名所旧跡及び観光施設

ア　熊　本　城

加藤清正は、肥後入国(1588年)後すぐにも新城の必要を感じたものの朝鮮遠征や、関ヶ原の醜い等の内

外事に追われその計画は実現しなかった。しかし関ヶ原の戦いのあと、小西行長と二分して領有していた肥

後の白が清正一人の慣するところとなり名実ともに54万石の大名となったため、また島津氏との対抗上から

も新城の必要にせまられ、慶長6年(1601年)築城に着手した.

築城にあたり清正は数々の実戦の経験を生かしたが、特に朝鮮の蔚山城の龍城による苦い経験から、城の

各所にいろいろな苦心が払われている。

まず位置を肥後平野をのぞむ茶臼山に選定し、平野にひろがる城下町をも城郭とする平山城の形式とした。

また防備の面では、清正石垣と呼ばれる堅固で特異の勾配を持った石垣をめぐらし、龍城を考慮しての城内

120カ所余の井戸、生木のままでも薪となる楠の植樹、畳のしんに食糧となる芋の茎を使うなど数々の配慮

がみられる。このようにして築かれた熊本掛ま、当時周囲9kmに及び、櫓49、櫓門18、城門29を数えたと言

われるが、惜しくも明治10年の西南の役でその大半を焼失した。

その後、昭和35年8月清正公350年祭と市制70年を記念して総工費1億8,000万円をもって天守閣が再建さ

れた.昭和56年1月には西南の役100周年記念事業として西大手櫓門が復原されており、平成元年には市制

施行100周年を記念して60年ぶりの宇土櫓の大規模修復及び数寄星丸二階御広間の復原工事が完了する。

宇土櫓他12の建造物は国の重要文化財に指定されている。
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重要文化財

名 称 面 高 さ 長 さ 摘 要

宇 土 櫓

長 堺

田 子 櫓

l , 07 6 .3 2 n t 1 9 .5 m

2 .0

6 .2 3

m

2 5 2 .7 3

三 重 5 階 (地 下 1 階 付 )

5 0 .9 5 平 家

七 間 櫓 6 6 .0 7 5 .0 6 〟

十 四 間 櫓 1 6 2 .7 5 5 .7 2 ′′

四 間 櫓 4 6 .3 0 5 .9 6 ′′

源 之 進 櫓 1 0 7 .9 4
北 5 .6 0 2
南 6 . 12 2

5 .7 2

′′

東 十 八 間 櫓 1 5 4 .0 4 ′′

北 十 八 間 櫓 2 3 2 .4 5 ′′

五 間 櫓 3 6 .3 6 ′′

平 櫓 12 2 .l l ′′

監 物 櫓 14 1 .2 0 ′′

不 開 門 5 6 .1 0 ′′

計 2 ,2 5 2 .5 9

観　　覧　　料　(入園料、登閣料　平元.4.1改正)

入　園　料　大　　人　200円

小中学生100円

登　閣　料　大　　人　300円

小中学生100円

共　通　券　大　　人　500円

小中学生　200円

利用状況

団体割引--・30人以上2割引

ただし市内の小・中

学生については無料

区 分

年 度

入 園 登 閣

計

人 員 金 額 人 員 金 旗

5 9 1 ,3 5 6 ,0 5 2人 1 19 ,5 4 3 ,4 0 0 円 8 4 9 ,6 6 0人 12 4 ′3 4 6 ,0 2 0円 2 4 3 ,8 8 9 ,4 2 0 円

6 0 1′2 7 5 ,3 8 1 1 12 ,7 3 5 ,3 0 0 8 3 0 ,4 0 8 1 2 1′8 6 0 ′6 9 0 2 3 4 ,5 9 5 ,9 9 0

6 1 1′2 6 2 ,0 7 8 1 1 1 ,7 9 5 ,4 0 0 8 2 7 ,7 2 4 1 2 2 ,0 5 8 ,8 5 0 2 3 3 ,8 5 4 ,2 5 0

6 2 1′2 5 8 ,3 7 2 1 1 1 ,6 3 4 ,7 5 0 8 6 8 ,8 8 0 1 28 ,7 6 9 ,1 6 0 2 4 0 ,4 0 3 ,9 10

6 3 1 , 28 4 ,7 5 2 1 15 ,0 3 4 , 95 0 8 5 9 , 1 47 1 2 9 ′8 4 9 ,5 5 0 2 4 4 ,8 8 4 ,5 0 0

肥後名花園

熊本城内竹の丸一帯の肥後名花園は、伝統ある肥後六花の純粋品種をより多く後世に残すため、昭和48年

に造成し、その保存・栽培を行い、観光客や一般市民に親しまれている。

ひござく　　　　正式5間花壇に50品種を栽培　　　　　　観賞11月中旬

ひごしょうぶ　　7間花壇4段に120品種320株を植え付け

ひごあさがお　　20品種を500鉢に栽培

ひごしゃくやく　7間花壇4段に25品種120株を植え付け

ひごつばき　　　約l.OOOnfの面積に60品種160本を移植

ひごさざんか　　約360n!の面積に25品種70本植え付け

熊本城二の丸駐車場(民生関係に記載)

-176-

観賞　6月上旬

7月～9月鉢物展示場に展示

観賞　5月上旬
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イ　動物園

市民の社会教育の場、研究の場、レク1)エーショソの場として、昭和4年、水前寺にある旧細川藩の成趣

園東側に動物園を開園した.

当時は市の郊外に位置し、教育施設として最適であったが、周辺の都市化が進み敷地の拡張が困難になっ

たため、昭和44年江津湖畔の現在地に移転した。

教育の役割、自然認識の場と・して県内はもとより、広く九州一円からの入園者には〝水辺動物園〝の名で

親しまれている。平成元年には開園60周年記念事業として動物資料館(仮称)の開館を予定している.

施設と動物

所　在　地

敷地面額

建物面賛

開園年月日

飼育動物

動物資料館(仮称)

建築面積

床　面　積

構　　　造

総　工　費

駐　車　場

遊戯施設

観　覧　料

熊本市健軍5丁目14番2号

107,896rf

5,872.24id (事務所、倉庫、動物舎等48棟)

昭和4年7月26日(昭和44年7月1日移転開園)

噛乳類　　65種　　287点　　　　　-虫類　　5種　　　79点

鳥　　類　　79種　　667点　　　　　　計　　149種　1 , 033点

l,634.55ni

1,288.318nf

鉄筋コンク1) - T・造平家建

500,000千円

展示内容

常設展示場・・-・動物たちの世界、動物たちのふるさと、動物園のしごと等

特別展示場--恐竜の世界

面　　　積　16,500nf

収容台数　　普通車　700台　　バス17台

チェーンタワー、新幹線、メ1)-ゴーランド、観覧車、ジェッTLコースター、モノレール、

ゴーカート、スーパーレーサー、小型のりもの、ミラー-ウス

大人・高校生

小・中学生

幼　　　　児

佃
o
oo
i
n

c
o
射

〕人
　
円
　
円

m
l

〕体

　

円

　

円

団

　

ァ

　

5

〔
　
　
l

利用状況(昭和63年度)

入園者数　　　　897,829人

収　　　入　　208,348,657円(内訳)
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入園料収入　　　　　62,324, 040円

遊戯施設使用料　　141 ,838, 010円

売店等施設使用料　　2,793, 700円

雑　　　入　　　　　1,392,907円



ウ　水前寺成趣園

清らかな水と日本式庭園の美しきで知られる水前寺成趣園ほ、寛永9年(1632年)藩主細川息利が豊前羅

漢寺の僧玄宅のために寺院を建てた所で、後にこれを移し、藩公の遊休の茶屋を設けて成趣園(約69,000

d)と名づけられた。この庭園は、東海道五十三次を形どったものといわれ、その仮山泉石の妙は桃山式庭

園の代表的なものである.特に阿蘇の伏流と云われる清らかな湧水は、年中絶えることなく、池の至る所か

ら湧き出て、観光客、市民の憩の場所となっている.文豪夏目淋石もこの清例な水をたたえて「湧くからに

流るるからに　春の水」と詠んでいる。

エ　北岡自余公園

ここは、細川家の別邸のあった所であり、細川家歴代の菩捉寺跡で、妙解寺と呼ばれていた.花岡山と連

なって、うっそうとした自然林にとり囲まれ、園の奥にある3代息利及び4代光筒の廟側には、殉死者の墓

や森鴎外の小説「阿部一族」で有名な阿部弥市右衛門の墓があり、数々の歴史を物語っている.

オ　立田自然公園

立田山の麓にある立田自然公園は、細川家の菩提寺泰勝寺跡である.ここには、初代藤孝及びその夫人、

2代目息興とガラシャの名で広く世に知られるその夫人をはじめ歴代藩主の墓がある.

世界的に賢夫人として知られるガラシャ夫人は明智光秀の娘で、キリスト教に帰依し貞節をもって一生を

つらぬいた。今なお、夫人の基を訪れる内外の客はその後を絶たない。

また木立の中には風流を極めた茶室「仰松軒」がある.

vmm<i呂

九州における日蓮宗の名利として知られる加藤家の菩提寺本妙寺は、熊本城の北西約2kn、城をのぞむ中

尾山の中腹にある.この寺は、当初清正が父清息の菩提をとむらうため大坂に建立したものであるが、肥後

入国に際して城内に移し、後息広の代に至り現在地に移されたものである。清正が日産宗に深く帰依してい

たことは、軍掛こ「南無妙法蓮華経」の職を用いていたことや、有名な長烏帽子を自筆の法華経の写紙で

作ったことからもうかがい知ることができる. 7月23日の塀写会には、夜を徹して参拝の人波が続いている.

境内には、清正の銅像や遺品を納めた宝物館があり、また清正に殉死した大木土佐守や金官の基がある.

キ　藤崎八旗宮

熊本市民の氏神として親しまれている藤崎官は、承平5年(935年)の建立といわれ、応神天皇(-の宮)、

住吉大神(二の官)、神功皇后(三の宮)を祭っている.毎年9月15日に行われる大祭は、通称「ボシタ祭

り」と呼ばれ、武者行列や淑子舞、それに若者たちの勇壮な馬追いが町に繰り出す.社殿には重要文化財の

木造僧形八幡神や木造女神の座像等がある。

ク　武蔵塚

剣聖として大衆に親しまれている宮本武蔵は、細川息利に招かれて、晩年を肥後で送り、その生涯を千葉
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城跡(現在のNHK)にとじた.その墓は、江戸参勤交代の威儀を拝したいという武蔵生前の希望により、

大津街道沿いに選ばれたと伝えられている.

尚、武蔵塚がある武蔵塚公園は現在大規模な改良整備が進められており、日本庭園や茶室・東屋の他、公

園のシンボルとして武蔵のブロンズ像が建立される。

ケ　霊巌洞岩戸観音・五首羅漢

金峰山の西麓にあり、剣聖宮本武蔵が「兵法五輪書」を記した洞窟で観音が面巳られている。この横には、

石工了善が24年の歳月を費やして刻んだと伝えられている五首羅漢もある.

コ　吉田司象

藤崎宮参道の左手にある吉田司家は、相撲の神様として知られている。後鳥羽天皇の時、吉田家次が宮中

に召されて相撲の行司官に任ぜられたのが始まりで、以後代々受け継がれていろ。初めて横綱となった関取

は九州巡業の際、ここに立寄り、古式ゆたかな土俵入りが行われていた。

サ　千金甲古墳

小島町、千金甲の後方山中にある古墳で、全国に紋様古墳として知られている。内部には、円や直線での

珍しい紋様が措かれ、さらに全面彩色がほどこされている。このような古墳は、全国でも熊本に最も多い.

(4)火の国まつり

昭和53年から始まった市民総参加の祭典「火の国まつり」は昭和63年は3日間で56.2万人の見物客で賑

eSE閤E

伝統ある祭りとして継承するため本年も8月11日～13日「おてもやん総おどり」など多彩な行事を繰り広げ

る。
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(5)市民会館

ア　施　　設

所在地　熊本市桜町1番3号

敷地面積　6,659rd

建物面積　4,408nf

延9,015rd

起　　工　昭和41年4月1日

竣　　工　昭和42年11月30日

開　　館　昭和43年1月　6日

建設費　628,500千円

構　　造

ホール棟　鉄筋コンク1)-下達

地下1階、地上4階

会議棟　鉄筋コンクリート造

地下1階、地上2階

イ　会館使用料及び定員

各階面横及び主要施設

区分 階 別 面 積 主 要 施 設

ホ

ー

′レ

樵

地 階
6 5 9 iri

オ ーケス トラピッ ト、エ アーダ ク ト

1 階 2 ,4 3 3

舞 台、客 席、放送室 、映写室 、技術

室 、主催 者控室、 ホ ワイユ、サ ンク

ソホワイエ、売店

中 2 階 10 6 中継室

2 階 1 ,06 0
客席 、無明室、 ホ ワイ エ、喫煙所 、

便所

3 膳 73 7 客 席、照明室 、喫 煙所 、便所、倉 庫

4 階 18 0 客 席、セ ンタ I ス ポ ッ ト室

Az*

m

樵

地 階 8 57
空 気調和機械室 、 ボイ ラー室 、バ ツ

テ リー室、変 電気室、 保守管理 室

1 階 1 ,2 48

展示 ロビ I 、軽重、第 10会議室 (和

室 )、館長宝、事務 室、食 堂、浴室

便所、守衛 室、宿直室 、交換機 室

2 階 1 ,5 5 0

大会議室 、第 1 会議室 ～第 9 会議室

ロビー、倉庫

1部軍陣 18 5

用 時 間区 分

使 用 場 所

午 前 午 後 夜 間

定 員
午 前 9 時 か ら 午 後 1 時 か ら 午 後 6 時 か ら

及 び使 用 日 正 午 ま で 午 後 5 時 ま で 午 後 10 時 ま で

大

平 日

円 円 円

固 定 席 1 ,8 2 6席
ホ 10 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 2 5 ,0 0 0

I

ノレ 土 、日、休 日 12 ,0 0 0 24 , 00 0 3 0 ,0 0 0

大
会

平 日 2 , 00 0 4 , 0 0 0 5 ′0 0 0
移 動 席 5 0 0庸

貢義
室 土 、日、休 日 2 , 4 0 0 4 , 8 0 0 6 .0 0 0

JZL

第 1 会 議 室 4 0 0 6 0 0 6 0 0 小 会 議 室 2 0人

第 2 ′′ 4 0 0 6 0 0 6 0 0 ′′ ′′

=;

読

塞

第 3 ′′ 4 0 0 6 0 0 6 0 0 ′′ ′′

第 4 ′′ 4 0 b 6 0 0 6 0 0 ′′ ′′

第 5 〝 4 0 0 6 0 0 6 0 0 ′′ ′′

第 6 ′′ 8 0 0 1 , 10 0 1′10 0 中会 議 室 4 0

第 7 ′′ 8 0 0 1 ′10 0 1′10 0 ′′ ′′

第 8 . ′′ 4 0 0 6 0 0 60 0 小会 議 室 2 0

第 9 ′′ 8 0 0 1 , 10 0 1′1 0 0 中会 議 室 4 0

第 10 ′′ 8 0 0 1 , 10 0 1 ′1 0 0 和 室 ′′
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ウ　会館利用状況

′I

区

分

午

大 ホ ー ル 大 会 議 室 中

(
小

展

示集式 ftt 演 日 SI そ

の 計

集式 研講 .±こ【ヨ

莱

演

刺

展 ダ そ

の 計

一ゝ 楽軍 刺 u 演 JLi 守 ン′ 十
ra .ムシ′

=ミま
zr ス 会

蝪

-*c
演 !

奏浪
演 洋

請

習 大 雪去
演

刀て ノ、
I 議窒 ど

皮 会典 7,
全曲

芸 舞 会 也 会典 会議 会 芸 会 7.

メ
他 室) .

59 45 163 42 41 14 17 322 67 152 43 8 44 1 40 355 5 ,102 156

60 41 127 36 30 16 10 260 40 167 40 7 25 5 40 324 4 ,105 145

61 53 172 45 18 18 ll 317 43 239 42 6 29 4 35 398 4 .653 209

62 52 159 48 30 17 4 310 40 257 39 5 31 5 48 425 5 ,119 227

63 43 130 27 30 9 6 245 46 199 31 3 15 1 36 331 3 ,776 166

区
分

大 ホ ル 大 会 議 室

公 文 個

計

公 文 個

計午
共 化 般 共 化 般
団 団 団

人
団 団 団

人皮 嘩 体 体 体 体 体

.59 70 33 218 1 322 71 17 263 4 355

60 55 27 178 0 260 53 18 244 9 324

61 63 35 218 1 317 72 15 306 5 398

62 76 20 214 0 310 73 15 333 4 425

63 41 21 183 0 245 38 14 278 1 331

(荏)　60年度2-3月　2カ月間全館空調設備改修工事(第二期工事)のため休館

63年度1-3月　3カ月間全館前庭広場改修その他工事のため休館

工　会館自主文化事業実施状況

年 度 事 業 名 実 施 月 日

6 1

熊 本 音 楽 連 盟 第 13 回 定 期 演 奏 会

7 . 5 -火 の 国 の 愛 の 頒 歌 「カ ル ミナ . プ ラ ー ナ 」

第 1 1回 青 少 年 コ ン サ 】 Tl 1 . 6

第 1 7回 児 童 演 劇 教 室 「そ れ ゆ け ク ツ キ ー マ ン 」 2 . 4-

6 2

松 竹 大 歌 舞 伎 種 付 幡 随 長 兵 衛 京 人 形 9 . 2

第 1 2回 青 少 年 コ ン サ ー ト 1 . 7

第 18 回 児 童 演 劇 教 室 森 の 生 活 の 物 語 ′′ バ ン ビ〃 2 . 9′) 10

(協 力 ) 第 2 回 国 民 文 化 祭 1 0 . 10

6 3

熊 本 音 楽 連 盟 第 1 4 回 定 期 演 奏 会 G . フ ォ ー レ 「レ ク イ エ ム 」 7 . 10

松 竹 大 歌 舞 伎 義 経 千 本 桜 す し屋 9 . 10

第 13 回 青 少 年 コ ン サ ー ト 1 . 6
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4　農　林　水　産　業

(1)概　　　況

本市の農林水産業は、北西部の中山間樹園地帯、西南部の水田地帯、東部の畑地帯からなり、野菜、米を

はじめ畜産、果樹、花きなど豊富な基幹作目を有した農地面横3,954ha、農家戸数4,580戸の農業と、有明海沿

岸におけるノリ、魚貝類の海面漁業、更にウナギ、鑑賞魚等内水面漁業の水産業からなっている。

いずれも、立地的優位性、地域性を活かした、特色ある経営が行われている。

しかしながら、農業は近年の厳しい諸情勢に加え、都市化の影響を強く受け、農地、農家戸数、基幹労働力

の総体的な減少、兼業化、混住化、高齢化の進行など都市近郊農業特有の多くの問題を抱えている.

また、水産業は依然気象、海況の影響を大きく受け、加えて就労者の高齢化、設備投資の増大、価格の低迷

など厳しい環境におかれている。

市では、これらの情勢に対処して経営の自立安定と国際化社会に対応できる高生産農漁業の実現に向け、各

種の事業を積極的に取り観み都市近郊の特性を活かした豊かで活力ある農林水産業の振興を図っている.

ア　農家戸数と農業人口

区 分

年 度

農 家 戸 数 農 家 人 口 専 業 農 家 戸 数

兼 業 農 家 戸 数

1 兼 2 兼 計

5 9 5 ,0 3 8 戸 2 3 ,2 3 1 人 1 ,1 1 3 戸 1 ,3 1 1 戸 2 ′6 14 戸 3′9 2 5 戸

6 0 4 ,9 0 8 2 2 ,5 7 8 1 ′0 4 9 1 ,2 6 5 2 ,5 9 4 3 ,8 5 9

6 1 4 ,7 9 6 2 2 ′0 1 4 1 ,0 2 7 1 ,2 2 6 2 .5 4 3 3 ,7 6 9

6 2 4 ,6 2 1 ,4 6 4 1 ,0 0 6 1 , 18 8 2 ,4 9 2 3 .68 0

63 4 ′5 8 0 2 0 ,9 3 0 9 8 5 1 , 15 2 2 ′4 4 3 3 , 5 95

(注)　農林業セソサス結果による推計

イ　農地面積
(単位　ha)

区 分

年 度

総 経 営 耕 地 面 横 水 田

畑

普 通 畑 樹 園 地 計

5 9 4 ′3 1 7 2 , 7 88 1 ,2 0 9 3 2 0 1 ,5 2 9

6 0 4 ,2 1 1 2 , 7 1 3 1 ′18 2 3 1 6 1 ,4 9 8

6 1 4 ,1 2 7 2 ,6 6 4 1 ,1 4 7 3 1 6 1 ,4 6 3

6 2 4 ′0 3 7 2 ,6 1 1 1 ′1 1 0 3 1 6 1 ,4 2 6

6 3 3 ,9 5 4 2 ′5 6 0 1 ′0 7 8 3 16 1 ,3 9 4
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ウ　林　野　面　積

一

■

(単位　ha)

∴
総 面 横 国 有 林

民 有 林

用 材 林 薪 炭 林 竹 林 特 殊 林 要 造 林 地 そ の 他

59 1 ,7 3 3 48 3 1′2 5 0 1 18 98 8 1 12 2 3 0 I

6 0 1′7 3 5 48 3 1′2 5 2 1 2 1 98 7 1 12 2 3 0 -

6 1 1′7 3 5 4 8 3 1 ,2 5 2 1 2 1 98 7 1 12 2 30 -

6 2 1 ,7 0 1 4 5 2 1 ,2 4 9 1 2 2 9 8 3 11 2 2 3 0 -

6 3 1 ′7 0 1 4 5 2 1 ′2 48 1 2 2 9 8 2 11 2 2 3 0 -

エ　民有林の樹種別面積と蓄積

∵ 用 材 林 薪 炭 林 竹 林 特 殊 林 要造林地 そ の他

面 蓄 積 面 蓄 積 両横 事 項 面積 蓄 積 面 横 面 穣

59
ha irf ha Id ha 莱 ha rf ha irf

118 14′742 988 110 ,605 112 122′686 2 30

60 12 1 17′328 98 7 116′189 112 1VV CQC1ZZ ,OoO 2 - 30 -

61 12 1 18 ,527 987 1 18′943 112 122,686 o - 30 -
62 122 19′779 983 121′247 112 122′8 70 2 - 30 -

63 122 2 1′038 982 123′726 112 122 ,7 62 2 - 30 -

オ　農業生産額
(市農林水産部調)

区 分

年 度

水 稲 陸 稲 麦 雑 こ く

作 付 面 積 生 産 額 作 付 面積 生 産 額 作 付 面 ∃賛 生 産 額 作 付 面 積 生 産 額

5 9
h a B '7 5 h a- 百 万 円 ha 百 万 円 ha 百 万 円

2 .2 4 7 3 ,7 6 0 6 2 4 5 5 0 2 3 4 3 1 7 5 8 1

6 0 2′19 0 3′50 7 6 2 2 3 5 - 9 3 0S 1 6 5 7 5

6 1 2′12 4 3 ,8 3 4 45 3 0 4 6′9 2 63 1 0 2 4 5

6 2 2 ,0 4 0 2 ′97 8 3 7 2 2 5 1 4 23 8 1 1 5 5 1

6 3 1′95 9 3 ′05 8 3 6 2 3 4 4 9 18 8 2 0 3 1 4 4

野 菜 花 き 樹 芸 果 樹 工 芸 作 物

作 付 面 横 生 産 額 作 付 面 積 生 産 塀 作 付 面 積 生 産額 作 付 面 積 生 産 放 作 付 面 =陳 生産 額

ha 百 万 円 ha 百 万 円 ha 百 万 円 ha 百 万 円 ha 百 万 円
1 ′33 8 5 ,8 6 6 4 5 1 ,4 98 1 9 28 1 3 5 1 1 ,3 8 5 5 4 2 08

1 ,2 8 0 5 ,2 7 6 4 2 1 ,3 5 0 1 9 28 1 3 5 1 9 1 3 4 1 13 7

1′24 4 4 ,9 4 8 3 9 1 ′247 18 26 3 3 5 1 9 2 1 3 8 1 13

1 , 2 4 2 5 ,0 2 1 4 0 1 ′278 17 26 2 3 5 7 6 3 3 3 5 10 7

1′210 4 ,7 3 0 3 9 1 ′314 38 2 9 8 3 5 7 S 8 2 3 0 9 1

畜産 戸 数
酪 農 肉 用 牛 養 豚 局

飼 育 数 生 産 額 飼 育 数 生 産 宅頁 飼 育 数 生 産 額 飼 育 数 生 産 額

戸 頭 百 万 円 頭 百 万 円 頭 百 万 円 頭 首 万 円
286 4 ,4 0 9 1 .75 8 1′41 8 6 2 9 2 5 ,5 24 9 6 3 3 7 6 2 3 5

2 7 0 4 ′39 3 L ,8 3 8 1 ,5 1 7 6 3 4 2 3 ′925 8 10 3 5 3 2 6 0

2 6 1 4 ,2 7 2 1 ,8 3 7 1′38 1 6 7 0 18 .88 4 5 5 0 3 6 0 4 6 8

2 3 4 4 ,0 14 1′77 9 1 ,4 6 7 6 14 15 ′09 7 3 9 2 3 2 4 5 8 0

2 0 9 3 ′99 8 1 ,7 6 4 1 ,3 7 2 6 9 9 15 , 19 7 3 8 7 3 7 1 4 7 1
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m め ん 山 羊 . 養 蜂
生 産 額 合 計

飼 育 数 生 産 額 飼 育 数 生 産 額

羽 百万 円

-

百万 円 百万 円

8,8 00 32 105 17 ,18 9

6 ,2 00 ll - 9 6 15 ,519

5 ,8 00 13 - 10 5 15 ,307

5 ,000 6 - 100 14′061

5 ,180 7 - 213 14 ,269

力　漁業経営体数及び漁船数

区分

午

戸 数 漁 船

紘 . 戸 数 専 業 兼 業 動 力 船

59 645 190 455 37 1

60 645 190 455 376

61 648 178 470 4 10

62 648 177 47 1 399

63 648 177 47 1 409

(荏) 63年の戸数については推定値

キ　漁業生産額

笠 」 ' " 貝 藻 類 海 水 ▼ 魚 淡 水 魚

生 産 量 生 産 額 生 産 量 生 産 額 生 産 量 生 産 棟 生 産 量 生 産 額

59

千枚 百万円 ち 百万円 t 百万 円 七 百万 円

108 ′119 1 ,256 848 303 502 576 97 112

60 10 1′504 1 ,116 755 329 438 546 72 69 '

61 96 ,998 1 ,068 1 ,333 605 890 1,109 56 42

62 77 ′7 12 827 1,046 500 760 787 57 57

63 113 ,629 1,200 653 253 760 596 50 53

(荏)乾ノリを除く生産額は推定嘩

ク　農業協同組合

名 称 抱 合 員 数 設 立 年 月 日

熊 飽 農 業 協 同 組 合 12 ,592人 昭 62 . 4 . 1

熊 飽 畜 産 農 業 協 同 魁 合 連 合 会 熊 飽 管 内 4 農 協 33 . 7 :15

熊 本 市 中 央 酪 農 農 業 協 同 魁 合 14 36 . 8 .31

熊 本 市 酪 農 農 業 協 同 抱 合 50 30 .ll.27

熊 飽 開 拓 農 業 協 同 組 合 37 47 . 3.27
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ケ　漁業協同組合

寸●

名 称 抱 合 員 数 設 立 年 月 日

松 尾 漁 業 協 同 患 合 17 8 A 昭 2 4 . 6 .15

小 島 漁 業 協 同 患 合 9 0 2 4 . 6 . 15

沖 新 漁 業 協 同 抱 合 4 5 0 2 4 . 7 . 4

熊 本 市 漁 業 協 同 組 合 16 3 2 4 . 4 .2 2

(2)主要事業

ア　農林関係

農業振興地域整備促進事業

農業振興地域整備法に基づき、地域農業の健全な発展と農用地の確保を目的として本市では昭和46年市

街化調整区域内に農業振興地域の指定を受け、整備計画をたてている。計画は地域の特性に応じ、みかん、

野菜、米、花き、乳牛、肉牛を重点作目として選定し、これらの作目を対象として、農用地利用計画、生

産基盤の整備開発計画、農地保有の合理化計画、近代化施設の整備計画など生産から流通に至る総合的な

事業計画を策定している.今後とも本計画に基づき、生産性の高い自立経営農家の育成と高度な営農団地

の確立のため、各種事業の推進を図ることにしている。

地域農政推進対策事業

意欲的に農業にとりくむ地域農業者の創意と工夫によって農用地の確保、有効利用、農業生産の担い手

育成等を図り、豊かで住みよい地域づくりを目的とし農業振興地域を対象に各種事業を実施している。

事業内容

○整備促進事業(構造政策推進活動・地域農業集団育成指導・農用地利用増進事業など)

○中核農家等育成活動事業(研修会開催など)

o農用地経営規模拡大促進事業(農地流動化奨励金交付)

地域農業生産振興事業

地域の立地並びに資源を活用した生産性の高い農業を確立するた妙、生産流通体制の整備酎ヒを図ると

共にバイオテクノロジー等の先端技術の導入に努める。

野菜安定供給対策事業

本市における野菜需給の安定を図るため、計画的な生産・出荷体制を整備する。

土壌病虫検査事業

土壌肥料分等の分析及び病害虫の調査研究を実施し、科学的な技術体制の・確立による生産性の向上を

図っている。

①　定期土壌診断

②　基礎土壌調査

③　病害虫診断

④　農業用水分析

⑤　その他

63年度土壌病害虫検査点数　　　656点
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水田農業確立対策事業

水田農業確立対策については、生産者及び生産者団体の主体的取観みを基礎に生産者団体と行政が一体

となって、生産性の高い水田農業を確立し、米の需要の動向に応じた計画的生産を図ることを目的として、

昭和62年度から前期、後期に分けて6年間実施される.

昭和63年度においては、 62年産米等の4年連続の豊作と米消費の減少傾向の強まり等により、これまで

の水田農業確立対策に合わせ米需給均衡化緊急対策が実施された。これらの事業に対応するため生産者団

体と一体となり、転作面だけの取魁みだけでなく消費、流通、生産面を含め地域の創意と工夫を活かしそ

の目的の達成を因るため群棲的に推進した。

平成元年度の転作等目標面積は、前年に引き続き955ha及び米需給均衡化緊急対策の目標数量は331.71 1

(63.9ha)である。

年 度

区 分
59 60 6 1 6 2

6 3

水 田農業確 立 米需給 均衡 化

転 作 等 目 標 面 帯 ( ha ) 8 4 7 .5 8 07 .3 8 3 6 9 5 5 9 5 5 6 5 .6

転 作 等 実 施 面 積 (ha ) 8 8 4 8 13 8 4 3 97 8 9 7 5 6 7 .0

転 作 (ha ) 8 1 8 7 4 7 7 6 4 8 7 2 8 7 0 5 3 .8

他用途米生産面積 (ha ) 6 6 6 6 7 9 1 06 10 5 13 .2

実 施 農 家 数 (戸 ) 3 ,6 0 1 3 ,3 9 7 3 ,35 2 3 ,4 40 3 ,3 10

達 成 率 (% ) 10 4 .3 10 0 .7 1 00 .9 1 0 2 .4 1 02 . 1

農漁業後継者育成

農漁業後継者相互の情報交換と親睦を図り、社会的、経済的地位の向上を目的に専門的研修、学習等を行って

いる熊本市農業後継者連絡協議会、熊本市漁業後継者クラブ等に対し指導育成を行うとともにこれらの農漁業

後継者が実施する機械の導入及び施設の設置等に対し市単独の育成資金を融資している.

なお、農漁業後継者花嫁対策として結婚祝金制度を設け、農漁業後継者の育成確保を図っている。

郡市農業懇談会

農林水産業の振興と魅力ある都市農業を実現するた臥幅広く関係機関の英知と創意を集め、熊本市の秩序

ある発展に寄与することを目的として都市農業懇談会を設置し、活力に満ちた新たな都市農業ビジョンづくり

に取り魁む.

市営造林事業

治山、治水、水源滴養、環境保全等の目的で、昭和28年から造林事業を実施し、現在市域内をはじめ白川水系

を中心に約364haの分収林を造成し、造林事業を通し市民意識の高揚と経済林としての効用を高軌将来の財源

確保を図る。
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市営造林の所在地及び面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平元. 4. 1現在)

・

ヽ

rサ

区
分 造 林 地 名 称 所 在 地 面 横 樹 種 契 約 年 数 分 収 歩 合

熊

本

市

内

国 連 加 盟 記 念 林 熊 本 市 清 水 町 万 石 h
0 .6 7

ヒ ノ キ 4 5 年 間 市 6 分
地 主 4

市 制 7 0 周 年 記 念 林 熊 本 市 上高 橋 町 烏 帽 子 l l .8 2 ヒ ノ キ 45 年 間 市 7
図 3

森 の 都 宣 言 記 念 林 熊 本 市 松 尾 町 上 松 尾 18 .7 0 ヒ ノ キ 40 年 間 市 6
地 主 4

森 の 都 宣 言 記 念
拡 大 林 皆 代 山 団 地 熊 本 市 松 尾 町 上 松 尾 6 .0 3 ヒ ノ キ 5 0 年 間 市 6

地 主 4

森 の 都 宣 言 記 念
紘 大 林 閑 通 団 地 熊 本 市 松 尾 町 上 松 尾 5 .0 7 ヒ ノ キ 5 0 年 間 市 6

地 主 4

地 方 自 治 3 0 周 年 及 び
熊 本 50 万 都 市 記 念 林 熊 本 市 池 上 町 平 4 .5 0 ヒ ノ キ 4 0 年 間 市 7

国 3

市 制 9 0 周 年 記 念 林 熊 本 市 池 上 町 平 4 .7 1 ヒ ノ キ 4 0 年 間 市 7
国 3

健 康 都 市 宣 言 記 念 林 熊 本 市 花 園 町 猪 の 平 4 .5 2 ヒ ノ キ 4 0 年 間 市 7
国 3

新 市 庁 舎 落 成 記 念 林 熊 本 市 池 上 町平 3 .2 1 ヒ ノ キ 4 0 年 間 市 7
国 3

ふ れ あ い の 森 林 記 念
林 成 道 寺 田] 地 熊 本 市 花 園 町成 道 寺 1-.58 ク ヌ ギ 60 年 間 市 7

国 3

小 計 6 0 .8 1

飽

託

也

区

森 の 都 宣 言

1 0 周 年 記 念 林 飽 託 郡 北 部 町 万 楽 寺 白l2 3 ヒ ノ キ 4 5 年 間 市 7

図 3
森 わ 都 宣 言 10 周 年

記 念 拡 大 林 飽 託 郡 北 部 町 万 楽 寺 3 .6 6 ヒ ノ キ 4 5 年 間 市 7

困 3

ふ れ あ い の 森 林 記 念 林
大 狩 野 団 地 飽 託 郡 北 部 町 万 楽 寺 1 .2 2 ヒ ノ キ 4 6 年 間 市 7

国 3

ふ れ あ い の 森 林 記 念 林
上 中 久 保 団 地 飽 託 郡 北 部 町 貢 6 .4 2 ヒ ノ キ 5 0 年 間 市 7

国 3

ふ れ あ い の 森 林 記 念 林
+ IU 飽 託 郡 北部 町 貢 0 .64 ヒ ノ キ 5 0 年 間 市 7

H

ふ れ あ い の 森 林 記 念 林
三 ノ 岳 団 地 飽 託 郡 河 内 町 大 多 尾 l l .24 ヒ ノ キ 5 0 年 間 市 7

国 3

ふ れ あ し.、の 森 林 記 念 林
射 場 団 地 飽 託 郡 河 内町 大 多 尾 5 .37 ヒ ノ キ 5 0 年 間 市 7

国 3

小 計 3 1 .7 8

菊

オ lj ン ピ ッ ク 記 念 林 菊 池 郡 大 津 町 真 木 3 5 .3 5 ス ギ

ヒ ノ キ
4 5 年 間 市 6

地 主 4

明 治 10 0 年 記 念 林
菊 池 郡 大 津 町 真 木 3 7 .7 6 ス ギ 4 5 年 間 市 6

池 弥 護 山 団 地 ヒ ノ キ 地 主 4

明 治 10 0 年 記 念 林
菊 池 郡 大 津 町 真 木 5 5 . 14 ス ギ 4 5 年 間 市 6

地

区

花 見 ケ 峯 団 地 ヒ ノ キ 地 主 4

明 治 10 0 年 記 念
東 野 団 地 菊 池 郡 大 津 町 真 木 19 .17

ス ギ

ヒ ノ キ
45 年 間 市 6

地 主 4

小 計 147 .42

阿

講 和 記 念 林 波 野 団 地 阿 蘇 郡 波 野 村 波 野 5 .53 ス ギ 40 年 間 市 6
地 主 4

講 和 記 念 林 中 江 団 地 阿 蘇 郡 波 野 村 中 江 6 .12 ス ギ 40 年 間 市 6
地 主 4

蘇
明 治 100 年 記 念
拡 大 林 小 森 団 地 阿 蘇 郡 西 原 村 小 森 47 .4 5 ヒ ノ キ 4 8 年 間 市 6

村 4

也

区

明 治 1 00 年 記 念

拡 大 林 宮 山 団 地
阿 蘇 郡 西 原 村 宮 山 23 .5 4 ヒ ノ キ 4 8 年 間

市 6

村 4

熊 本 市 民 の 山

小 計

合 計

阿 蘇 郡 白水 村 中松 4 1 .2 0

12 3 .8 4

3 63 .8 5

ヒ ノ キ
ク ロマ ッ
ク ヌ ギ

6 5 年 間
市 6

村 4
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みかん実験農場

所在地　松尾町上松尾字筒井1093番地2

面　横　総面積　3.5ha (圃場2ha:原野他1.5ha)

植栽本数　早生温州190本　雑　柑152本

普通温州　253本　　落葉果樹　76本

施　設　管理棟　1棟　67.9rj

農　　舎　1棟　　53.8nf

貯蔵庫　　2棟　51.9nf

事業概要　優良品種選定のための温州みかん、中晩相、落葉果樹の試作展示

・普及奨励品種の栽培実証展示圃の設置

優良品種の穂木供給のための無病母樹の養成

研修、講習、講演会等の実施

複生母樹園の設置

学童、幼児を対象としたみかん狩り

そ　の　他

くまもと春の植木市

400年の歴史をもつ本市恒例の「くまもと春の植木市」は、綿本に春の訪れを告げる風物詩として、ま

た緑の祭典として市民に親しまれている。

平成元年実施状況

開催期間　2月1日(水)～3月10日(金)　39日間

場　　所　熊本駅前　白川橋際(本山町白川河川敷)

面　　　積　約27,800nf

うち駐車広場4,800n子(約300台収容)

展示小間数　約700小間(1小間当たり10nD

うちビニール-ウス200小間

出展品目　庭園樹(大物、小物) ・盆栽・草花・庭石・造園・鉢頬・石灯ろう.観賞魚等(約100万

点)

出展業者　220業者
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市民農園

都市化の進展に伴い、市民の自然を求める声は日増しに高まっている。これに応えて、市民が自然に親

しみ健康で明るい市民生活を享受して本市が標ぼうする健康都市実現の一助とするため市街化区域内の低

利用農地を利用して58年度より市民農園を開設している。

名 称 所 在 地 区 画 数 面 積

茶 屋 の 本 市 民 農 園 熊 本 市 龍 田 町 弓 削 字 茶 屋 の 本 13 0 1 ,9 5 0 irf

二 本 堂 ′′ ′′ 長 嶺 町 字 二 本 堂 10 3 1 ,5 45

月 出 山 ′′ ′′ 健 軍 町 字 月 出 山 1 19 1 ,7 8 5

上 江 津 ′′ ′′ 江 津 2 丁 目 7 8 、 1 ,1 7 0

田 迎 〝 ′′ 田 迎 町 大 字 田 迎 9 2 1 ,38 0

島 崎 〝 ′′ 島 崎 2 丁 目 5 0 7 5 0

イ　畜産関係

優良種蓄導入事業

畜産経営の安定化を期するため、本市畜産振興資金の貸付け等により、能力・品質等経済性の高い優良

種薯の導入を促進し、資質の改良・増殖を積極的にすす妙ている。又、乳用牛の資質向上のため、優良乳

用牛計画交配事業を実施している。

肉畜導入及び家畜飼養基盤の整備事業

畜産の振興を促進するため、本市振興資金及び系統資金等の利用による肉牛・肉馬・肉豚を導入し肉畜

の増殖に努めるとともに粗飼料自給率の向上を図り、畜産経営の改善致化を推進している。

畜産振興対策事業

家畜の繁殖を奨励するために、繁殖技術の向上対策、子畜に対しての生産奨励事業を実施している。又、

受精卵移植に取り観むための、魁織育成を推進している.

飼料作物生産振興対策事業

畜産経営はその大部分を輸入飼料に依存し、その経営が不安定である。そこで本市においても国・県の

施策に基づき地域畜産総合対策事業、水田農業確立対策事業等の取り狙みによって飼料作物の作付けを横

極的に推進し、生産コストの低減による畜産経営の安定に努めている.又飼料の晶質向上のため飼料分析

事業を実施している.

畜産環境保全整備事業

都市化の進展に伴い、畜産経営環境は厳しいものになっているが、この対策として畜舎消毒用薬剤の配

布、本市振興資金ならびに地域畜産総合対策事業によるふん尿処理施設の整備、畜舎の移転等を推進しな

がら、畜産経営の改善に努めている.

畜産新技術普及促進事業

最も効率の良い肉資源増産を推進するため、双子生産技術の向上と確立を図る。

牛肉輸入自由化緊急対策事業

牛肉輸入自由化に伴い、国際化時代に十分対応し得る農家を育成し、品質の向上と経営の改善を推進し

ている.
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家畜防疫衛生対策推進事業

各種疾病の発生予防のために家畜防疫衛生対策に基づきその啓蒙及び指導の推進に努めると共に検査経

費及び注射料の補助を実施している。

り　水産関係

漁業経営安定対策事業

漁業の経営安定を図るため、制度資金の円滑な活用を図ると共に市振興資金の貸付により、優良種苗の

導入、漁船の建造、養殖設備の近代化等を促進している。

資源増殖対策事業

魚貝類資源の増殖を図るため稚魚の放流を実施する一方、大規模な貝類漁場の整備改良と椎貝の散布を

推進している.

又、養殖技術の指導徹底により漁業生産の向上と経営の安定に努妙ている。

魚港整備事業

漁業の基盤である漁港施設の整備事業を促進し、漁業生産活動の円滑化を図っている。

漁業環境調査事業

漁場の実態を把達し適切な漁場管理と資源増殖を図るための調査を実施している。

水産振興基本施策調査事業

将来の水産振興を図るため、短期及び長期的展望に立った水産振興施策を樹立するための調査を実施し

ている。

エ　耕地関係

一般土地改良事業

都市化の拡大に伴い専業農家の減少と兼業化の進行及び労働力の減少による農地利用率の低下、また都

市排水の増大等農業の経営環掛ま悪化の現状にある。

これらに対応するために用排水路整備を積極的に推進し、農業の近代化と農業経営の安定を図っている。

用水路下水化対策事業

都市化の進展に伴う用水路の汚染化に対処するため、昭和42年度から都市排水の依存度の高い主要水系

の俊渓及び改良を実施している。

昭和42-63年度までに渡鹿堰ほか3水系で水路総延長45,662mのうち40,170mを実施した。

用排水路整備特別対策事業

湛水防除事業の推進と共に、その効果を一層高めるため、幹線用排水路を整備し、排水機場及び関係河

川への流下促進を図っている.

昭和51-63年度までに総延長64,397mのうち27,574mを実施した.

樹園地農道整備事業(県営)

本市西部の中山間樹園地を対象に農道の新設、改良を図り、農作物流通の合理化と地区農業の生産性の

向上に努めている.
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地区名

区分
松 尾 地 区 平 山 地 区

総 事 業 費 614,000千円 466,000千円

事 業 年 度 昭和57～平成4年度 昭和58～平成5年度

農 道 延 長 4,480m 3′575m

金 峰 地 区 松 尾 Ⅱ 期 地 区 平 山 Ⅲ 期 地 区

788,000千円 348,000千円 174′000千円

昭和59～平成 5年度 昭和60～平成6 年度 昭和60～平成 6年度

7,138m 3,066m 1,889m

団体営農道整備事業

農道の整備(舗装)を推進し、農作物の荷傷み防止と農作業機械の走行費用の軽減及び維持管理費の節

減を図り、農業の生産性向上に努めている。

地 区 名
区 分

谷 . 尾 崎 地 区 I 蝣 ・'!' ¥

地 目 . 面 積 樹 園地 48ha 畑 30ha

総 事 業 費 202 ,00 0千 円 72 ,000千 円

事 業 年 度 昭 和 61～ 平成 2 年 度 昭 和 63～ 平 成 元年 度

農 道 延 長 1 ′530 m 1 ,950 m

城山地区かんがい排水事業

本地区は市西部に位置し、坪井川・白川に挟まれた水田地帯であり、近年施設園芸、露地野菜の普及も

著しく本事業により排水路を整備し、湛水を解消し完全排水により安定した農業経営を図っている。

総 事 業 費 133 ′000千 円

事 業 年 度 昭和 6 1～平成元年度

受 益 面 積 3 1ha

秋津地区圃場整備事業(県営)

本市の東南端に位置し、木山川と秋津川及び矢形川に挟まれた平坦な水田地帯である。本地域の開場は

不整備かつ狭小で河川にはさまれている為、排水が悪く多数のク1) -クが存在する湿地帯である。よって

系統的に用排水路、農道を整備し、農地の集団化を行い、野菜稲作の複合経営を推進し、生産性の向上及

び農業所得の拡大を図っている。

総 事 業 費 2 ,907 ,000千 円

事 業 年 度 昭 和 55～ 平 成 4 年 度

受 益 面 積 196ha

中島地区排水対策特別事業(県営)

本市西部に位置し、白川と除川に囲まれた639haの旧干拓地である。

地区の排水は樋門により有明海-排水されているが、降雨時と満潮が重なった場合現在の排水機では完

全排水ができないので100%の排水を目標に事業を進めている0

本事業の完成により複合的な営農形態-の移行が可能となり農家経営の安定向上が図られる。
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地区名
区 分

南 部 地 区 東 部 地 区

総 事 業 費 906 ,800千 円 518 ,00 0千 円

事 業 量 ポ ンプ口径900m 4台 排水路延長 3 ,750 m

事 業 年 度 昭和57～平成 2 年度 昭和58～平成元年度

受 益 面 積 210ha 2 13ha

湛水防除事業(県営)

地区の排水は樋門により排水されているが近年河床の上昇により排水状況は悪化の一途をたどり早急な

対策が必要である。このようなことから本事業を実施し水田作付体系の高度化、営農労力節減などにより

地区農業の生産性の向上を図っている。

地 区 名
区 分

池 上 地 区

総 事 業 費 7 45 ′500千 円

事 業 費 ポ ンプ 口径 600mm 2 台
700mm 4 台 8 00mm 4 台

事 業 年 度 昭 和 60～平 成 2 年度

受 益 面 積 57ha

農業用河川工作物応急対策事業(県営)

本市中心部を貫流する白川に設置された取入堰のうち老朽化が著しい三本松堰について用水の確保、護

岸決壊による民家被害を防止するため本事業を実施している.

地区名
区 分 三 本 松 地 区

総 事 業 費 28 5,00 0千円

事 業 量 取入堰延長97m

事 業 年 度 昭和60～平成元年度

受 益 面 横 130ha

農地保全整備事業(県営)

地区の排水は、自然流路のみで、流下雨水により、農地浸食、土壌の流亡等をきたしている。よって農

地内に水路を設置し面状侵食、土壌流亡を防止し、水兼道路として整備するものである。

地 区名
区 分

上 松 尾 地 区 近 津 地 区

総 事 業 費 462 ,000 千 円 4 42′000千 円

fi 総 延 長 16 ′270 m 総 延 長 12 ,100m

事 業 年 度 昭 和 62～ 平 成 3 年 度 昭 和 63～ 平 成 4 年 度

受 益 面 積 60ha 67ha

平 山 地 区

313 ,000千 円

総 延 長 11 ′423 m

平 成 元 年 ～ 平 成 5 年 度

57ha
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ため池等整備事業(湖岸堤防)

現在の施設は、大正初期に築造されたものであり、洪水及び地盤沈下等による石積み及び工羽面の崩壊、

漏水箇所が多数見うけられ、農作物の被害防止の為、早急に改修するものである。

地 区 名
区 分

近 津 地 区

総 事 業 費 36 ,70 0千 円

事 業 量 延 長 504 m

事 業 年 度 昭和 63～ 平成 2 年 度

受 益 面 積 23 .5ha

かんがい排水事業(県営)

本用水路は昭和5年～昭和12年に施行されたものであるが、水路の老朽化による漏水及び揚水機の機能

低下により所定の用水確保が図れない状況となっているため、早急に改修を行い安定した用水確保を図り、

生産性の向上を図るものである。

地 区 名
区 分

白 川 下 流 地 区

総 事 業 費 1,406 ,000千 円

事 業 量
送 水路 8 ,824m

ポンプ口径 600mm 4 台

事 業 年 度 昭 和 62～ 平 成 5 年 度

受 益 面 積 803ha

海岸保全施設整備事業(県営)

高潮、津波、浸食等の自然災害から国土を保全し、海岸環境の向上を図るものである。

地区名
区 分 沖 新 地 区

総 事 業 費 340 ,000千円

事 業 量 延長 2 ,342m

事 業 年 度 昭和61～平成 2 年度

＼

水田農業確立排水対策特別事業(県営)

水田の汎用化及び、高度利用と労力節減を図り、農業生産基盤の確立とともに、農業経営の安定を図る

目的である。

地 区 名
区 分

大 嬉 地 区

総 事 業 費 . 4 10 ,0 0 0 千 円

事 業 . 量 口 径 7 0 0 m m 4 台

1事 業 年 度 昭 和 6 3～ 平 成 3 年 度

受 益 面 積 6 3 h a
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(3)農林漁業塘興資金貸付

7　農林漁業振興資金貸付-覧

貸付金
の種類

貸付けをする
a 」 *

貸付けの対象となる事項 貸 付 金 の 限 .皮 償還期間 転貸利率 償還方法

農林資金
農業協同組合

施設資金 (果樹にかかるも
のを除く)

温室、ハウス、湛水、加
温、防除、農産物貯蔵運
搬等の施設

事業費 o sow 内
(共同施設については
100% 以内)

3年以内

年利3.5 元金均等年

果樹経営安定資金
潅水、加温、防除、貯蔵
運搬等の施設

事業費の80% 以内
(共同施設については
100% 以内)

5 年以内

農業機械資金 事業費の80% 以内
3 年以内銀 行 耕 うん整地用機具、栽培

管理用機具、防除用機具
収穫調整用機具等

(共同購入等については
100% 以内)

% 以内 賦払

種苗資材資金
種苗購入、資材購入等

事業費の80% 以内
(共同購入等については
100% 以内)

5 年以内

農作物生産基礎条件整備資金
天地返し、暗きよ、客土等

事業費の80% 以内
C 1 ha以上の面的事業につ
いては100% 以内)

3 年以内

農 業 及
び 漁 業
後 継 者
育成資金

農業協同細.合
漁業協同抱合
銀 行

農業及び漁業後継者が新 し
く実施する家畜、種苗養殖
用稚魚、資材、機械等の購
入及び施設の設置等

1人につき300万円以内 3 年以内 な し
元金均等年
賦払

畜産資金
農業協同抱合
銀 行

種 畜 導 入 資 金

乳牛 (牝)
1頭につき35万円以内
繁殖肉牛
1頭につき35万円以内

4 年以内

年利3.5

% 以内

元金均等年
賦金馬 1頭につ き35万円以内 4年以内

豚 1頭につき10万円以内 3 年以内

家 畜 導 入 資 金

肉用牛
1頭につき30万円以内

2 年以内

乳用雄子牛 1頭10万円以内
肉用馬 1頭につき30万円以内
豚 1頭につき2万円以内

年 度 内 一 時 払

畜産施設資金
畜舎の新築 .改造又は器
具の購入等

1件につ き100万円以内 3 年以内
年利3.5
% 以内

元金均等年
賦払

畜産ふん尿処理施設資金 1件につき100万円以内 3 年以内

な し畜舎移転資金 1件につき200万円以内 5 年以内

水産資金

漁業協同組合

農業協同組合

銀 行

資材種苗

(海面)
1件につ き100万円以内 年 度 内

年利3.5

% 以内

一 時 払

機械器具

(海面)
1台につ き100万円以内 3 年以内

元金均等年

賦払

養殖施設

(内水南)
1件につき100万円以内 .3 年以内

元金均等年

賦払

種魚 (内水南) 1件につ き100万円以内 年 度 内 一 時 払

稚魚 ( ′′ ) 1件につき100万円以内 2年以内
元金均等年

賦払

漁船建造 1隻につき100万円以内 5 年以内
元金均等年

賦払
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イ　貸付状況

区 分

資 金 名

62 年 度 6 3 年 度

件 数 & 件 数 金 額

農 林 施 設 資 金 1 0
千円

ll , 1 00 、 19
千円

13 ,8 5 0

果 樹 経 営 安 定 資 金 1 540 3 2 ,0 6 0

農 林 機 械 資 金 125 9 8 ,3 60 1 0 1 8 0 ,3 1 0

農 林 種 苗 資 材 資 金 17 18 ,0 00 1 5 1 3 ,1 0 0

農 業 及 び漁 業 後 継 者 育 成 資 金 2 1 2 1 ,0 0 0 2 3 2 5 ,3 4 0

種 畜 導 入 資 金 38 2 7 ,3 0 0 3 3 3 2 ,2 5 0

家 畜 導 入 資 金 46 14 4 ,5 00 .▼39 15 1 ,9 5 0

畜 産 施 設 資 金 4 3 ,4 0 0 5 5 ,0 0 0

畜 産 ふ ん 尿 処 理 施 設 資 金 3 2 ,4 0 0 I -

畜 舎 移 転 資 金 3 3 ,9 0 0 1 1 ,3 0 0

資 材 種 苗 資 金 . 40 2 0 ′00 0 2 4 1 2 ,0 0 0

機 械 器 具 資 金 3 1 1 5 ,0 0 0 28 1 4 ,0 0 0

養 殖 施 設 資 金 4 2 ,0 0 0 5 2 ′00 0

種 魚 . 稚 魚 資 金 13 7 ,5 0 0 1 4 7 ,5 0 0

漁 船 建 造 資 金 26 1 5 ,0 0 0 18 1 5 ,0 0 0

合 計 38 2 3 9 0 ,0 0 0 3 2 8 3 7 5 ,6 6 0

5　食肉センター

(1)施　　設

所在地　熊本市南熊本2丁目3番1号

敷地面埼10,443id

施 設 名 称 構 造 面 積 能 力 備 考

食肉セ ンター事務所 木造瓦葺 2 階建 272iri 1 階 143nf 2 階 129ni

懸 肉 室 鉄筋 コンク 1) ー TL、 - 部

屋 根鉄骨 コンク リー ト

200

食 肉 卸 売 場 569 昭 48 .7冷房設備

冷 蔵 庫 ′′ 466
豚 換 算

750頭

昭 39 .12 192n f設置

昭 42 .11 等40汀増 設

昭 55 . 3 34m 増設

と 皇 ′′ 863

解体室 66 1nf

内臓処理室 177m

畜糞処理室 25 ri

け い 留 所 鉄筋 コソク リ】 ト 478 .9
小動物収容所 320rd

大動物抑留所 158 .9 ni

病 畜 と 室 鉄筋 コンク リ.ー ト 70

浄 化 槽 活性汚泥方式

日間処理

能 力

5 0 t

昭40 . 3 250 t 設置

昭42 . 6 250 七 増設

昭48 .10 250 t 増設

焼 却 炉 鉄筋 ス レ】 ト葦 82 .0 1 2 基 2 t 処理炉 2 基

出 荷 者 控 室 木造亜鉛 引鉄板葺 48

食 肉 衛 生 検 査 所 鉄筋 コンクリー ト2 階建 242 1 階 12 1rd 2 階 12 1ill
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(2)と殺頭数

年度

区分
59 60 61 62 63

午 7 ,940(452) 6′911(439) 6,044(1′433) 4′789(1,550) 3 ,958 (427)

局 4 ,686 5 ,145 5,369 4,604 4 ,084

R 165 ,063(80,882) 165 ,662(83 ,932) 148′945 (70 ,557) 147,157(60 ,104) 125 ,989(50 ,053)

午 (60kg以下) 111 1 2 61 32 32

幼 駒 1 - - - -

緬山羊
20kg以上 - 4 4 8 6

20kg以下 - - - 2 -

計 177 ,801(81,334) 177 ,834(84,371) 160′423 (71,990) 156 ,592(6 1,654) 134′069(50 ,480)

(注) (　)は上場頭数を示す

(3)使用料及び手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　円)

区分
使 用 拳

手 数 料

午 局 豚

午

(60 kg 以下 )
助 的

緬 山 羊
改 正 年 月 日

2 0kg 以 上 2 0k g 以 下

と畜 場 使 用 料 1 ,10 0 1 ,10 0 6 0 0 25 0 45 0 1 50 50 . 昭 5 8 . 4 . 1

m (* t * 2 ,00 0 2 ,00 0 4 5 0 昭 5 5 . 5 .2 2

検 査 手 数 料 4 0 0 40 0 2 0 0 1 00 30 0 5 0 50 昭 5 4 . 6 . 1

格 付 手 数 料 2 9 0 8 0 昭 6 2 . 4 . 1

冷 蔵 庫 使 用 料 18 0 18 0 9 0 90 9 0 90 90 昭 58 . 4 . 1

市 場 使 用 料 売 上 金 額 の 1′00 0 分 の 2 昭 48 . 1 . 1

(4)と畜場内と殺検査数(食肉衛生検査所)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭和63年度)

種別

区分

午
と く 局 豚 緬山羊 計

肉 用 種 乳 用 種

頭数 (頭) 1 ,55 6 2 ,324 110 4 ,08 4 125 ,989 6 134 ′069
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6　中　小　企　業

(I)地場産業の振興

ア　総合施策

地場産業の振興のために、情報の提供や各種調査等を実施し、各企業の経営力増強を図る。

イ　体質の強化

低成長経済の中で産業構造が変化し、高度化してきている。その為、経営の近代化や集団化を促進する事

業や企業の生産管理、財務管理等を診断指導する事業により体質の強化を図る.

ウ　人材の養成

中小企業の多い本市にあって各企業の生産性を高めるためには、管理水準向上を図ることが大切である。

人材の養成によって、経営力の増強を促し、本市中小企業の振興を図る。

エ　技術の振興

多様化した消費者ニーズにこたえるため、あるいは新しい製品の開発を促進するため、各企業の技術水準

の向上を図る。

(2)工業団地(平元.4.1現在)

熊本総合鉄工団地協同組合

中小企業近代化の一環として、市内に散在していた17社が、昭和40年度に通産省の許可を受け、工場等集

団化事業を推進、 42年度に完成、県下で最初の工業団地として、建築、農林、水産、設備器具関係等種々の

特色ある金属製品の製造又は金属加工を行っている。

所　在　地　　熊本市長嶺町2331番地

代　表　者　　理事長　　藤　測　武　夫

設立年月　日　　昭和39年10月27日

出資金総額　　41,000千円

敷地面積　　74,129rf

建物　面　横　　49,387ォS

加入魁合員数　　　10社

協同組合熊本木材工業団地

中小企業近代化の一環として、市内に散在していた10社が、昭和51年3月に通産省の許可を受け、工場等

集団化事業を推進、 53年度に完成、県下最大規模の木材団地として、製材加工技術の向上、品質の均一化、

販売促進など製品の付加価値の向上をめざし、住宅産業の一巽を担っている。

所　在　地　　熊本市平山町2986番地20

代.表　老　　代表理事　椎　葉　春　見

設立年月　日　　昭和49年7月1日

出資金総額　　64,400千円
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敷　地　面　積　187,115m

建物面　揖　111,689rd

加入魁合員数　　　　13社



熊本アド工業団地協同組合

中小企業近代化の一環として、市内住宅密集地に散在していた看板製造業16社が良好な作業環境、効率的

な生産体制の確立をねらいとして市内で初めての工場共同利用事業(工場アパーO　として、昭和58年2月

に完成した。

所　在　地　　熊本市画図町大字重富888番地

代　表　者　　野　村　尚　彦

設立年月　日　　昭和56年12月2日

出資金総額　　32,770千円

敷　地　面　積　　21,735nf

建物　面　積　　7,102nf

加入風合員数　　　　24社

協同組合熊本東部金属工業団地

市内に散在していた14社が、鋭意、抱合の総力を結集しながら、経営基盤の競化推進を図ることを目的と

する小規模高度化事業対象の工業団地(工場アパーり　として昭和59年度に完成した。

所　在　地

代　表　者

設立年月　日

出資金総額

熊本市戸島町974番地5

理事長　中　山　　昇

昭和58年5月19日

5,410千円

敷地　面　積　　25,397rrf

建物　面　積　　6,230汀至

加入魁合員数　　　15社

熊本電工団地協同組合

市内に散在していた19社が、良好な作業環境、効率的な生産体制の確立をねらいとして、電気工事業によ

る全国で初めての工場共同利用事業(工場アパーh)として、昭和61年度に完成した.

所　在　地

代　表　者

設立年月　日

出資金総額

熊本市画図町大字下無田1432番地

理事長　緒　方　慎　一

昭和59年9月1日

9,300千円
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敷　地　面　積　17,960rd

建物　面　積　　5,641ni

加入狙合員数　　　14社
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(3?中小企業金融対策

ア　中小企業金融制度-覧
(平元.6.1現在)

制 度 名

( 発足年月日 )
目 的 * f * 使 途 貸 付 限 度 貸付期 間及び利率 保 証 料

(実質保証料 )

俸 証 人
返 済 方 法 相談 . 申込先 取扱 金融機関

市 預 託 条 件 県 保証協 会再預託条件

担 保 予 算 利 率 m a サ 預 託 機 関 利 率 預 託 機 関

小 口 資 金

融 資

市内中小零細企業者の小口資金

の放資を円滑にしその経営の質

的向上を図 る.

.市内に 1年以.上居住し、かつ

同一事業を 1 年以ー上経営 して

いる中小企業者

.従業 2 0 人以 企業

運 転 資 金

設 備 資 金

4 0 0 万円以内

3 0 カ月 年 5一3 0 %

4 5 カ月……年 5 .4 0 %

6 0 カ月……年 5 .5 0 %

( 6 カ 、

年 0 .4 1 2 5 %

巨 分の 1 は市 A ).

2 0 0 万円以内

... 1名以上

2 0 0 万円超

2 名以上

毎 月 元 金
市 金融 指 導 課

商 工 会 議 所 肥 後 銀 行

千

200 5 00

%

出拝金の

ため無利

息

千円

( S o唐 )

6 .0 15.00 0

県 信 用

保 協

埠

I

肥 後 銀 行

(昭 3 8. 8. 7 ) 鼻 下の 月以内の捨置を認め

る )
軒別として敬し

ない

均 等 分 割 ( 常 時 ) 証 会

無 担 保

無 保 証 人

融 資

(昭 4 6. 5 . 1 )

市内中小零細企業者の小口資金

の融資牽円滑にするために無担

保無保証人で敵資しその経営の

質的向上を図る.

.市内に 1年以上居住し、79I、つ

同一事業を 1 年以上経営 して

いる中小企業者

.従業員 5 人以下 ( 商業 .サー

ビス業は 2 人以下 )の企業者

.市民税の所得割を有し、納税

している者

運 転 資 金

設 備 資 金

3 0 0 万円以内

2 0 カ月 年 I.5▼3 0 %

4 0 カ月……年 5 .5 0 %

2 0 カ月

年 0.4 5 %

4 0 カ月

年 0.4 1 2 5 %

L孟分の 1 は職 ]

不 要

不 要

毎 月 元 金

均 等 分 .割

市 金融 指導讃

商 工 会 議 所

( 常 時 )

肥 後 銀 行 13 ,0(油‥

出指金 の

ため無利

息

( 3 0倍 )

3 90 ,0 00

燥 信 用

i保 証 協 会

肥 後 銀 行

経 営 安 定

資 金 融 資

(昭4 3ー t. O

中小企業の蓮常の合理化及び長

期的な安定ならびに企業の体質

市内に 1年以上居住し、かつ

同一事業を 1年以.上経営して

運 転 資 金

1 ,0 00 万円以内

ただし通産省

3 6 カ月以内 年 5 .4 0 %

6 0 カ月以内 .‖‥年 5 .6 0 %

年 0 .4 4 %

2 0 0 万円以内

… 1名以 .上

毎 月 元 金
市 金融 指 導 課

肥 後 銀 行

1,60 0β00 年 1.0 0
( 3 倍 ) 県 信 用

fe l.7 5

肥 後 銀 行

改善のため、必要夜長期資金の いる中小企業者 認定の倒産関連
中小企業者、鉱

8 4 カ月以内 …..年 5 .8 0 % 2 0 0 万円超 肥後フ7 ミ.) I 銀行 肥後7 7 ミリー銀行

融資を行いその援首の長期的安

定 と事業の健全を発展を図りも

って本市中小企業の振興に寄与

することを El的とする

設 備 資 金

業、建設業、製
造業及び特に市

長が認めた者

1 ,7 00 万円以内
l ffl &

3 ,0 00 万円以内

( 6カ月以内の柵 を蘭める)

… 2 名以.上

必要に応じ敬する

均 等 分 割
商 工 会 議 所

( 常 時 )

熊 本 銀 行

熊 本 信 用 金 庫

熊本第一億用金庫

勝本中央借用金庫

4β00 ,00 0 保 証 協 会
熊 本 銀 行

熊 本 信 用 金 庫

熊本第一陰用金庫
′

一億本中央借用金時I

特 別 短 期

資 金 融 資

(暗4 8 . 4. 1 )

中小企業者に対し短期資金の融

資を行い、その金融難を経和し

て中小企業の振興 と健全を発展

を図る

市内に 1年以上居住し、かつ

同叫事業を6 カ月以上寮営し

ている中小企業者

運 転 資 金

設 備 資 金

2 0 0 万円以内

1 2カ月以内 年 5 .3 I

( 2 カ月の撫置を認める )

年 0. 5 2 % ,

1名以上

原則として敬 し

ない

毎 月 元 金

均 等 分 割

市金 融 指 轟諜

商 工 会 議 所

( 常 時 )

肥 後 銀 行

熊 本 信 用 金 庫

熊本昇一陰用金庫

50)00 0 年 1.5 0
( 2 倍 )

100β00

県 信 用

保 lP証 協 会
年 1.5 0

肥 後 銀 行

熊 本 信 用 金 庫

熊本第一信用金庫

開 業 . 転 業

資 金 融 資

(昭4 9一 4. 1 )

!虫 害 防 止 施 設

資 金 融 資

(昭4 6. ll . 1 )

市内の商工業に勤務する従業員

に対し独立開業の道を開くため

の資金及び小規模事業者が事業

転換に要す る資金を融資し、 も

って中小企業の振興を図ること

を目的とする

市内中小企業者が公害防止施設

の設置 もしくは改善に要する資

金を敵賢し、市民の健康の保護、

生活環境の保全 を図る

. 開業...市内に 1 年以上居住 し、

満 2 5 歳以上の者で市内の同

一 事業 所または市 内の同一 L

菜種 に継 続 して 2 年以上勤

務 し、同一業種 を市 内で営

もうとする者

. 転業…市内で同一事業を継続

して 3 年以上経営 し、市内で

転業 しようとする者

. 市が実施する経営指導を受け

る者

. 市内に 1 年以上居住し、かつ

同一事業を 1年以上経営して

いる中小企業者

.公害防止に開し県知事の認定

を受け られる者

運 転 資 金

設 備 資 金

設 備 資 金

3 0 0 万円以内

必要資金の8 0 %

以内

5 0 0 万円以内

5 0 0 万円以内

3 6 カ月.…‥年 5 .4 0 %

( 6カ月以内の捨置を認める)

6 0 カ月… ...年 5. 6 0 %

( 1 0 カ月以 内の据置を窓

める )

8 4カ月以内…‥年 5 .1 0 %

( 6 カ月以内の撫匿を執 る)

市が年率 4.0 0 % の利子

補給を行う

年 d.4 4 %

年 0.4 1 2 5 %

(全額市負担 )

2 名以上

.必要に応じ徹する

2 名以.上

必 要に応じ静する

毎 月 元 金

均 等 分 割

毎 月 元 金

均 等 分 割

市金 融 指導 課

( 常 時 )

市 金融 指 導 課

( 常 時 )

肥 後 銀 行

肥 後 銀 行

1 70 ,00 0

4 5,00 0

年▼1.7 0

年 1.6 4

( 3 倍 )

51 0,0 00

( 2 倍 )

9 0.00 0

県 信 用

保 証 協 会

県 信 用

保 証 協 会

年 1.7 0

年 2 .6 4

肥 後 銀 行

肥 後 銀 行
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制 度 名

( 発足年 月 日 )
目 的 対 象 使 途 貸 付 限 度 貸付期 間及 び利率

保 証 料

(実質保証料 )

保 証 人
返 済 方 法 相談 . 申込先 取扱 金融株 開

市 預 託 条 件 県俸証協会再預託条件

担 保 予 算 利 率 融資枠 預 託 機 関 利 率 預 託 機 関

高 度 化

資 金 融 資

(昭 44 . 4. l l

市内の中小企業者等が事業の高

度化または近代化を行 う.ことに

対し、必要夜資金の融資を図り

もって中小企業の振興に寄与す

ることを目的とする

事業協同組合 .商店街振興組

令 . 環境衛生同業組合及びそ

;の組合員

運 転 費.金

設 備 資 金

1 *fl &

5,0 00 万円以内

1組合員

1,000 万円以内

8 4 カ月以内

…年 5.0 0 %

( 1 2カ月以内の撫置を認

める)

保証を付ける場

合、協会の定め

による

2 名以上

必酎こ応じ徹する

元金均等分割

取扱金融機関

( 常 時 )

商工組合中央金庫

千円

250 .0 00

%

年 0.9 0

千円

( 4 倍)

1,00 0,00 0

商 工 組 合

中 央 金 庫

%

中 元 . 年 末

市内中小企業者の中元、年末時 市内で1 年以上同- 事業を経

短 1期

2 0 0 万円以内 4 カ月以内…年4.7 0% 以内

保証を付ける場

金融機関の定めるところによる

取扱金融機関

市 内 各 銀 行
( 但し肥後銀行及

400.0 00

年 1.7 6

( 3 倍)

12 0 0.00 0

市 内 各 銀 行

(但し肥後銀行

期の資金需要に対する金融を円 営する中小企業者 組合 保証付の場合年4.2叱 以内 び一部県外行を 年 1.2 6 及び→蝋 外

資 金 融 資

(昭 28. 6 . 1 )

滑にし、その育成振興を図る 運 転 資 金 5 0 0 万円以内 合、協会の定め

による
中元 6 月～ 9 月

顛末 10 月～ 1 月

除 く)

市 内各信用金 庫
商工組合中央金庫

闇 本県信 用組 合
商 銀 信 用 組 合

年 1.7 6

年1.0 1

?t J I* < )
市内各闇弔金庫

商工抱合中央金庫
鰭本県信用組合

商銀信用組合

- 般 開 業

資 金 融 資

(.昭54. 4 . 20 )

市内で新たに小規模事業を営む

者に必要な資金を融資し、中小

企業の振興を図る

. 市内に3 年以上住所を有する

満2 5歳以上の者

. 市内で開業する者

運 転 資 金

& f8 S &

2 0 0 万円以内

必要資金の 7 0

% 以内

60 勿月以内…‥.年6.0 0 %

(6カ月以内の捨匿を認める)
協 会 料 率 2 名以上

必要に応じ敬する

毎 月 元 金

均 等 分 割
市金融指導課 肥 後 銀 行 170.0 0 0 年 2ー6 4

( 3 ォ)

5 10.0 00
肥 後 銀 行

経 営 安 定 資

金 特 例 融 資

(昭55 . 4 . 15 )

市内で、省エネルギーを図る中

小企業者、倒産関連又は、天災

地変、火災により被害を受けた

中小企業者に対して資金の融資

を行い、経営の安定を図る

.市内に1年以上居住し、かつ同

- 事業を 1年以上(天地災6 カ
月 )経営 している中′)、企業者

運 転 資 金

設 備 資 金

8 0 0 万円以内

84 カ月以内‥.年4.9 0 %

(異常軍象 ‥年6.0 0 % )

(12 カ月以内の据置を認

める)

年 0.4 4 %

2 0 0万円以内

1名以上

2 0 0 万円超
2 名以上

必熟こ応じ徹する

毎 月 元 金

均. 等 分 割
市金融指導課 肥 後 銀 行 170.00 0 年 0.2 0

( 3 倍)

5 10 ,0 00

県 信 用 保

証 協 会
0.7 0 .肥 後 銀 行

大 規 模 小 売 店

対 策 特 別 融 資

(昭 51 . l l. 1 )

大規模小売店進出により影響.を

受ける周辺の本市中小小売業音

に対し、大規模小売店対策 とし

て経営の近代化を促進するため

に必要な資金を融資し、 もって

本市中小小売業の振興に寄与す

ることを 目的 とする

.市内に1 年以上居圧 しかつ同

- 事業を 1年以上経営 してい

る中小企業者

. 大規模小売店の出店によ り売

上減少等の影響を受け、又は

その恐れのある周辺の中小企

業者で大規模小売店が取扱 う

商品を販売しているもの

運 転 資 金

設 備 資 金

8 0 0 万円以内

72 カ月以内.…..年5.4 0 %

( 12 カ月以内の据置を認め

る )

年 0.4 4 % 2 名以上

必要に応じ徹する

毎 月 元 金

均 等 分 割

市金融指導課

肥 後 銀 行

肥後7 7 ミリー銀行

熊 .本 銀 行

熊 本 借 用 金 庫

熊本第一信用金庫

熊本中央信用金庫

50,00 0 年 2ー0 0
( 3 倍)

15 0▼00 0

県 信 用 保

▲証 協 会

年 2.5 0

肥 後 銀 行

肥後ファミリー銀行

熊 本 銀 行

熊 本 信 用 金 庫

熊本第一信用金庫

熊本中央信用金庫

高 度 化 資 金

特 例 融 資

熊本流通業務団地に入居する中

小企業者の事業の高度化を促進

し、もって本市経済浮揚の一助

熊本流通業務同地に入居す るも

ので、中小企業事業EZl法及び熊

本県中小企業高度化資金貸付要 設 備 資 金

運 転 資 金

県要項の規定に

よ り認定した費

15年以内……年 5.2 0 %

保証を付ける場

」>.m 」*.

2 名以上

元金 均 等分 割

毎 月 元 金

均 等 分 割

取扱金融機関

市金融指導課

商工組合中央金庫

肥 後 銀 行

257,00 0

40 ,0 0 0

年 0.5 0

年0.2 0

(4 倍)

商工組合中央金串T

肥 後 銀 行

年 0.7 肥 後 銀 行

(昭 62ー 2. 1 7 )

円 高 不 況 緊 急

対 策 資 金 融 資

(昭 62. 6 . 1 )

とする

円高不況により事業活動に支障

をきたしている本市内の中小企

業者に対し資金の融資を行 うこ

とにより中小企業者の安定 を図

ることを目的とする

項に基づ く中小企業高度化資金

の貸付を受け、又は受けようと

する組合及びその抱合員

.市内に 1年以上居任 し、かつ

同一事業を1 年以上経営 して

いる中小企業者

.円高関連指定業種又は円高に

より影響を受けている輸出関連

企業を営んでいる中小企業者で

対前年比売上げ(連続す る3 カ

月)が5% 以上減少しているもの

用の 1 0 0分の

1 0以内

5 0 0 万円以内

(3年以内の据置を認める)

72 カ月以内….‥年 4.9 %

ロ協石の定めに

よる

年 0.4 4 %

必要に応じ敬する

2 0 0 万円以 内

1 名以上

2 0 0万円超

2 名以上

原則として徹 し

ない

熊 本 銀 TJ

肥後7 7 ミリー銀行

肥 後 銀 行

ll)28 0 0 0

( 3 倍)

1 20.0 00

熊 本 銀 TT

胆酸フTミL)潤 子

県 借 用 保

ZiE 協 会
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イ　融資状況

区 分

制 度 名

62 年 度 63 年 度

件 数 金 額 ft 金 額

小 口 資 金 融 資 . 6 32
千円

1,62 2 ,8 50 3 75
千円

89 3 ,3 00

無 担 保 無 保 証 人 融 資 28 56 ,300 27 5 3 ,600

経 営 安 定 資 金 融 資 98 68 0 ,600 48 27 4 ,000

経 営 安 定 資 金 融 資 の 特 例 4 18 ,100 58 19 3 ,400

大 規 模 小 売 店 対 策 特 別 融 資 0 0 0 0

特 別 短 期 資 金 融 資 ll 17 ,000 6 8 ,000

開 業 等 資 金 融 資 28 73′930 31 79 ,400

高 度 化 資 金 融 資 13 212 ,500 56 618 ,295

公 害 防 止 施 設 資 金 融 資 3 ll ,150 1 5′000

中 元 . 年 末 資 金 融 資 570 1,004′370 582 1 ,027′06 0

- 般 開 業 資 金 融 資 56 96 ,000 23 41 ,60 0

高 度 化 資 金 の 特 例 融 資 4 138 ,390 3 195 ,2 40

円 高 不 況 緊 急 対 策 融 資 4 18 ,000 0 0

計 1′45 1 3,94 9 ,19 0 1,2 10 3 ,388 ,8 95

(4)中小企業への各種助成

ア　中小企業振興助成

助成の種類 助 成 対 象 助 成 措 置

事 業 助 成 金

中小企業団体のうち市長の認めるも 1 魁合につき10万円 (魁織し、運営を開始 した年

のを組織したとき 度に限る)

商店街等環境整備事業 専業費が 1 億円以下のとき、事業費の20パーセン

トに相当する額以内

事業費が 1 億円を越えるとき、2千万円に 1 億円を

趨える額の10パーセソ Ttを加算した額以内とし、

3 千万円を限度とする

集団化事業及び施設共同利用事業
事業費の10パーセン トに相当する額以内とし、 2

千万円を限度 とする

一般高度化事業
事業費の10パーセントに相当する額以内とし、 1

千万円を限度 とする。

利 子 補 助 金 近代化設備
金融機関からの融資の融資鯛 の五 以内

3 カ年間

融資のあっせん
近代化設備、高度化施設等、福利厚

生施設
融資のあっせん

便 宜 め 供 与
中小企業団体の うち市長の認めるも
のを敵織したとき、近代化設備、高
度化施設等

用地のあっせん、労働力の確保、道路等の整備、

情報 .資料の提供、その他
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助　成　状　況

年 度
区 分 59 60 61 62 63

設 立 費
件 数

- 1 - - 5

金額 (千円)
- 40 - I 500

運 営 費
件 数

- 1 2 2 1

金額 (千円) - 40 80 80 40

高度化施設
件 数 1 1 3 5 3

金額 (千円) 6,000 6,000 18,000 41,832 24,319

利子補助金
件 数 5 4 5 5 8

金額 (千円) 445 310 271 318 495

(荏) 63年度は条例改正により設立初年度の運営費助成(観織化助成)に変更

イ　商店街共同施設助成

対象施設(街路燈、アーケード、共同駐車場等)総工費(50万円以上)の15%とし、 200万円を限度とする。

助　成　状　況

年 度 59 60 61 62 63

件 数 3 ll 9 9 10

金額 (千円) 2 ,733 8 ,261 7 ,906 9,0 19 14 ,185

ウ　商店街近代化資金補助

商店街が管理する衝路燈電気料の10%を運営資金として補助する。

補助金支給状況

年 度 59 60 61 62 63

件 数 79 82 8 1 8 2 82

金額 (千 円 ) 4,137 4 ,482 4 ,270 4,2 18 4 ,125

(5)大型店対策

本市においては、大企業による小型店(店舗面積300nf未満)の出店に際して、その事業活動を調整するこ

とにより、市内小売業著の大部分を占める中小小売業者の事業活動の機会を適正に確保し、もって本市小売

業の健全な発展を図るため「熊本市小売商業活動の調整に関する要綱」 (昭58. 2. 1施行)を制定した。

年 度 59 60 61 62 63

届 出 件 数 3 5 5 3 3

(6)労務対策

ア　新規学卒に関する指標
(熊本職安管内)

区 分
中 学 高 校

元 年 3 月 前 年 比 元 年 3 月 前 年 比

求 職 者 数 121 100 .8 2 ,498 102 .6

求 人 数 386 112 .5 5 ,649 126 .6

就 職 者 数 121 100 .8 2 .460 103 .8

うち県 内就 職 者 数 88 3.9 1 ′664 100 .5

(注)熊本公共職業安定所管内の新規学校卒業者の職業紹介状況
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イ　求人活動状況

熊本市産業開発求人対幾協議会

設　　立　　昭和39年8月

目　　的　　市内中小企業者が団結し、若年技能労働力を確保するた妙強力な求人活動を全県に展開し、

もって本市産業の発展を促進する

観　　織　　建設業下請業種8団体及び個人3企業により魁織

活動状況　県内各職業安定所を訪問し、参加企業の各職種pR活動並びに求人状況、就職者の近況等説明、

また各構成企業の初任給のアップ、従業員宿舎等、福利厚生施設の充実に努めるとともに就職

後は「熊本市事業内高等職業訓練校」に自動的に入校、職業訓練を実施し、技能のレベルアッ

プを図る等、労働条件の向も定着を阻織的に推進している

熊本雇用対策協言義会

設　　立　　昭和44年3月

目　　的　職業安定放閲と緊密な連絡を保ち、産業界の必要とする労働力の確保と安定を図り、地域経済

の発展に寄与することを目的とする

穀　　粒

普通会員　この会の趣旨に賛同して加入申込みのあった熊本公共職業安定所管内に所在する事業所及び業

種別団体

特別会員　熊本市・北部町・益城町・菊陽町並びに熊本商工会議所・熊本県中小企業団体中央会

活動状況　　○新規中学、高校卒業者の確保

○動労青少年の定着及び福祉対策

○職業安定機関との連絡の強化

り　職業訓練

熊本市事業内高等職業訓練校

若年労働力の確保および技能者養成を目的として、昭和39年度に建設業、製造業の10団体訓練生500人を

対象として、熊本市工芸指導所内に熊本市事業内共同職業訓練所を設置、多大の成果を収めてきた。

しかし、その後訓練生の増加により、教室実習室の不足をきたしたた軌昭和44年度に熊本市工芸指導所

を廃止し、同敷地内に熊本市事業内高等職業訓練校を建設、続いて昭和48年度には同校の体育室を増設し技

能者の養成を強力に推進している。

所在地　熊本市南熊本3丁目8番16号

敷地面積　2,362.32m

建設年月　第2校舎　昭和40年5月　本館第1期工事　昭和45年4月　本館第2期工事　昭和49年3月

建物面積　　′′　　　464. 40汀至　　　　′′　　　　720. 50m　　　　′′　　　　299. 94rr?

建設費　　〝　　　　7,782千円　　　　′/　　　　28,765千円　　　　′/　　　　28,573千円

構　造　′′　軽量鉄骨2階建　　′′　　警警晶蒜クリ~　〝　　鉄骨耐火追

加入団体　6団体

訓練生数　63年度　　62人
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熊本市職業訓練センター

事業所の従業員研修、技能レベルの向上(成人訓練)、及び各種の労務相談など、広範岡な技能訓練、情報

交換の場として雇用促進事業団によって設置された施設である。

その中核として、高卒者及び高等職業訓練修了者を対象に、より高度な知識と技能を合わせもつ実践技能

者を養成する職業訓練短期大学校を、認定職業訓練校としては全国で初の試みとして昭和54年4月開校した。

また、時代の要語に応えるため、 Uターン者や失業者の再就職を容易にする雇用対策上の職業訓練やOA機

器化に対応したワープロ、パソコン講座等幅広い職業訓練を実施している.

管　理　主　体

所・　在　　地

構　　　　　造

敷　地　面　積

建　物　面　積

着　　　　　工

完　　　　　成

開　　　　　館

建　　設　　費

事　業　内　容

(昭和63年度)

職業訓練法人　熊本市職業訓練センター

熊本市花園7丁目19番10号

本館　鉄筋コンクリート2階建　冷暖房施設

実習棟　鉄骨造平家建

ll,362.26ni

本　館　l,093ni

実習棟　1 ,567nf

延2, 660ni

昭和54年1月16日

昭和54年8月未

昭和54年10月

300,000千円

職業訓練短期大学校　　建築科

成　人　訓　練15科目　2,081人

14名　　左官科　　1名

自　主　訓　練　8講座　2,565人

職業転換訓練　1科目　　21人

新規学卒者訓練　1講座　　82人

熊本市技能向上訓練実習場(職業訓練センター内に建設)

在職従業者の技能技術のレベルアップを図る広範開な職業訓練の実習施設である.

設　置　主　体　　熊本市

管　理　主　体　　職業訓練法人　熊本市職業訓練センター

所　　在　　地　　熊本市花園7丁目19番20号

構　　　　　造　　鉄骨造平家建

建物延面横　　300rtf

完　　　　　成　　昭和57年3月31日

開　　　　　場　　昭和57年4月1日

建　　設　　費　　36,629千円(国・県・市・各与)
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エ　勤労青少年ホーム

主として本市中小企業に働く15歳～25歳までの勤労青少年を対象として、仕事の余暇を活用した文化、教

養、スポーツ等の各種講座、クラブを通して豊かな人間性の向上と健全な育成を図ることを目的とした施設

である。

設　置　主　体

所　　在　　地

構　　　　　造

面　　　　　積

着　　　　　工

完　　　　　成

開　　　　　館

建　　設　　費

利　用　状　況

熊本市

熊本市新星敷1丁目18番28号

鉄筋コンクリート3階建　冷暖房施設

数地面積　　851. 70rrf

建物面積l,264.95rri

昭和45年9月12日

昭和46年3月31日

昭和46年5月1日

64,437千円

63年度　38,270人

オ　勤労婦人センター

主として本市中小企業に働く勤労婦人並びに勤労者家庭の主婦を対象として、スポーツやレクリエーショ

ンを楽しんだり、各種講習会や講演会等により文化・教養を高め、また職業生活に必要な知識技能を習得す

ることを目的とした施設である。

設　置　主　体

所　　在　　地

構　　　　　造

面　　　　　積

着　　　　　工

完　　　　　成

開　　　　　館

建　　設　　費

利　用　状　況

熊本市

熊本市本山2丁目9番51号

鉄筋コンク1)-ト3階建　冷暖房施設

数地面横　　891ni

建物延面積1,118.05m2

昭和48年6月18日

昭和49年3月31日

昭和49年6月　6日

97,817千円

63年度　73,368人

力　中高年齢労働者福祉センター

中高年齢労働者等の雇用の促進と福祉の向上を図るため、職業講習、職業相談、職業情報の提供等を行う

とともに、心身の健康保持、体力の増強、及び教養、文化等のための便宜を供与することを目的とした施設

である。

名　　　　　称　　サンライフ熊本

設　置　主　体　　雇用促進事業団
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管　理　運　営

所　　在　　地

敷　地　面　積

建物延面積

駈　wmzmm

着　　　　　工

完　　　　　成

開　　　　　館

建　　設　　費

利　用　状　況

財団法人熊本中高年齢労働者福祉セソクー

熊本市黒髪3丁目3番12号

2,436. 42ni

1,441.49n?

1階　体　　育　　室　　396.51id

ト　レーニング室　127.61ir号

講　　　習　-　　室　　57.58nf

職　業　相　談　室　　40.06nf

更衣室、シャワー室　　46.06il1

2階　和　　室(2部屋　　　93.09rri

研　　　修　　　室　　30.T5rf

大　会　議　室　129.lord

昭和57年4月10日

昭和58年1月25日

昭和58年3月1日

335,000千円

63年度　延51,494人

キ　中小企業勤労者福祉共済

本制度は、個々の企業のみでは実施困難な従業員に対しての各種祝金等の給付事業、レジャー、物品購入

資金等の貸付事業及び、各種レク1)エーショソ等の福利事業を実施することにより、これらの従業員の福祉

の増進を通して、中小企業の従業員の定着を図るとともに労働力の確保に寄与するものである。

発　　足　　昭和49年6月1日

共済掛金　1人月額　300円(昭56.4.1より)

加入者数　　774事業所、被共済者数11,863人(平元.4.1現在)

給付事業　　3,377件　27,355千円

貸付事業　　　37件17,300千円
(昭和63年度)
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7　流通業務団地造成事業

(1)概　　　況

流通機能の合理化と都市機能の維持増進を図り、都市環境の改善と消費生活の安定に資するため、市南部の

近見・田迎・御幸地区に熊本流通セソ哀- (熊本流通業務団地)を建設する。

この流通センターは、 「流通業務市街地の整備に関する法律」に基づき、流通業務施設と関連公益施設等を計

画的に整備するものである。

また、これからの高度情確化社会へ向け、ニューメディアを駆使した新しいタイプの流通センターをめざし

ている.

これにより、新しい流通業務市街地が整備され、物流・情報の拠点として、都市の流通機能を高めるととも

に、南部地域の発展策としても期待が寄せられている。

事業の名称　　熊本流通業務団地造成事業

事業主体　　熊　本　市

位　　　置　　熊本市近見・田迎・御幸地区

(昭和62年1月町界・町名を流通団地1丁目・ 2丁目に変更)

規　　　模　　52. 9ha

卸・運輸・倉庫施設　　29.9ha

公　益　的　施　設　　0.5ha

公　　共　施　設　　22.5ha

造成完了

処分状況

平成2年度目標

区 分 計 画 面 積 処 分 面 横 処 分 率 残 面 積

卸 売 施 設 2 0 6 ,5 7 5 .9 3 rd 19 4 ,6 6 9 . 10 m 9 4 .2 4 % l l ,9 0 6 .8 3 n f

運 輸 . 倉 庫 施 設 9 2 ,0 8 3 .48 9 2 ,0 8 3 .4 8 1 0 0 0

計 2 9 8 ,6 5 9 .4 1 2 8 6 ,7 5 2 .5 8 9 6 .0 1 l l ,9 0 6 .8 3

(2)熊本市流通情報全館

熊本市流通情報会館は、 「地域経済の活性化」を推進し、中小企業の経営活動を積極的に支援するため、 (1)根

本地域の産業情報化の核、 (2)中小企業の人材育成の場、 (3)商品流通情報の交流の場、 (4)熊本流通団地の機能を

総合的に高野るための拠点施設及び公益施設、 (5)企業経営の情報サロン、としての5つの機能を有した総合拠

点施設として建設されたものである。

所在地　　熊本市流通団地・1丁目24番地

設置主体　　熊　本　市

敷地面積　　5,000n号

延床面積　　6, 943∬至
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構　　造　　事務棟　　鉄筋コンクリ-tt造　地下1階、地上6階建

展示棟　　鉄筋コンクリート造　地下1階、地上1階建

建設費　1,871,900千円

工　　期　　昭和63年3月～平成元年3月

開　　館　　平成元年4月26日

主要施設

(事務棟) 6F　経営情報相談コフナ- (経営情報課)

パソコン研修室、第4研修室、ラウソジ

5F　第1-3研修室

4F　㈱熊本流通情報セソタ-

3F　㈱熊本流通情報センター

2F　熊本流通団地協同範合、レストラン

IF　会館事務室、常設展示コーナー、銀行

(展示棟) 1F　展示場(l,088r道、高さ5.5m、床荷重1 t/ni)

BF

会館使用料

研 鹿 室 定 員

午 前 9 時～ 12 時 午 後 1 時 ～ 5 時 夜 間 6 時 ′) 10時

使 用 料 冷 暖 房 料 使 用 料 冷 暖房 料 使 用 料 冷 暖 房 料

第 1 研 修 室
. 名 円 円 円 円 円 円
100 4 ,000 8 00 5 ′50 0 1′000 5,5 00 1 ,000

第 2 研 修 室 6 0 3,000 600 4 ,00 0 800 4 ,000 800

2 分 割 2 4 1,500 300 2 ,00 0 4 00 2,000 400

第 3 研 修 室 2 4 1,500 300 2 ,000 4 00 2 ′000 400

第 4 研 修 室 (円卓 ) 16 1,500 300 2 ,00 0 4 00 2 ,000 400

パ ソ コ ン研 修 室 (lo合) 18 8 ,500 500 ll ,500 6 00 ll ,500 600

展 示 場
1 日 午 前 午 後 超 過 料

冷 暖 房 の

使 用 料 は

実 費

午前 9 時 ～午 後 5 時 9 時 ～ 正 午 1 時 ′～ 5 時 ( 1 時 間 当 り)

全 面
円 円 円 円

16 0 ,0 00 70 ,000 90,000 2 3,0 00

2 分 割 8 0 ,0 00 35 ′000 45,000 12 ,0 00
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8　農　業　委　員　会

(1 )農地等利用関係の調整

ア　農地に関する許認可事務

農地法に基づく各種権利の設定、移転及び転用等についての許認可並びに証明事務を行っている.

農地法関係申請処理状況
(昭和63年度)

農

区

項 目

地 区 名

法 3 粂

(所 有 権 移 転)

法 3 粂

(富是雷雲禁 ‥苦転)

法 4 ～ 5 粂

(薫禁 表芸髭 も)

法 2 0 条

(君 叢 雷 ) 非 農 地 証 明
そ の
他 の
申 静

合 計

件数 面 件 数 面 額 件 数 面 件 数 面 績 件 数 面 件 数 件 数

1
島崎 横 手
花 園 池 田 7

rri

19 ,08 9 1

nf

1,10 7 112

rf

4 8 .84 3 5

d

5 ,8 78 1

n i

67 1 126

2
春 日 二 本 木
新 土 河原 蓬 台
寺 八 島 田崎

0 0 1 l l,26 5 28 1 3 ′495 0 0 1 1 ′7 08 30

3
* -ォr * e
本 山 4 16 5 0 0 44 27 ,083 7 5 ,08 4 2 20 1 57

4 画 図 17 18 .57 0 1 13 ,67 9 47 38 ,802 5 8 ,20 2 0 0 70

5 健 軍 神 水 .-) 4 ,43 2 2 8 ′30 0 111 5 3 ,878 0 0 1 2 22 1 117

6 清 水 1 2 ,9 16 2 34 一128 112 64 ,665 0 0 0 0 116

7

薄 場 島 上 ノ
那 .鳶 八 幡
合 志 刈 革 白藤

3 7 ,45 8 3 28 ,16 4 55 22 .660 0 0 2 139 63

8
世 安 十 禅 寺
平 田 近 見
高 江 南 高 江

l l 8 ,68 0 8 17 ,177 115 8 9 ,037 10 22 ,27 1 0 0 144

9
大 江 出水
渡 鹿 保 田窪
新 南部

2 74 5 0 0 1 15 60 ,9 83 0 0 2 2 44 1 120

10 元 三 野 田 八 幡 1 1 ,24 9 2 2 6 ,000 2 4 8 .3 05 4 4 ,119 0 0 31

ll 田 迎 9 1 0 ,84 5 3 10 ,07 1 5 3 3 8 ,9 94 1 2 ,0 38 2 7 1 1 69

12 御 幸 8 1 2 ,8 3 6 ′615 4 0 17 ,3 23 0 0 3 6 10 1 55

13
池 上 戸 坂
谷尾 崎 上 高橋 7 l l ,063 1 2 ′046 _b 9 ,0 22 0 0 0 0 36

14 城 山 25 1 7 ,518 2 16 ,2 27 62 4 3 ,0 11 4 4 ,2 92 0 0 93

15 秋 津 5 9 ,772 9 5 1 ,095 77 2 5 ,54 1 0 0 1 9 5 6 98

16 松 尾 16 18 ,593 9 6 9 ,8 74 16 ll ,1 18 1 1 ,157 0 0 42

1 7 小 島 17 6 6 ,337 l l 8 9 ,024 5 1 ,648 4 14 ,8 32 0 0 37

18 龍 田 10 1 6 ,8 73 1 3 6 ′7 55 92 6 7 ,63 8 0 0 0 0 103

1 9 中 島 沖 新 中原 42 8 7 ,697 10 5 2 ,2 89 20 13 ,00 7 3 8 ,8 10 6 3 ,85 1 81

2 0

平 山 鹿 帰瀬
弓 削 石 原 中
江 青 原 上 南
部 下 南 部

13 3 8 ,380 7 5 0 ,3 55 53 3 7 .93 9 4 9 ,3 28 1 3 3 7S

2 1 長 嶺 御 額 2 7 18 0 0 145 9 9 ,9 11 5 10 ,4 04 1 47 9 153

22 戸 島 小 山 20 48 ,980 9 7 3 ,6 52 82 8 1 ,962 8 35 ,4 69 0 0 119

合 計 蝣-3 402 ,926 85 59 7 ,8 23 1 ,436 87 4 ,865 61 131 ,88 4 23 8 ,3 24 10 1 ,8 38
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農地転用状況

区分

年 度

個 人 法 人 公 共 団 体 合 計

件 数 面 積 件 数 面 積 件 数 面 積 件 数 面 積

59 953

ni

214

nf

33

rA

1,200

ni

444 ,776 400 ,2 19 648 ,845 1 ,493 ′840

60 863 391 ,204 187 369 ,674 27 130 ,985 1,077 891 ,863

6 1 890 366 ,971 180 288 ,156 12 22 ,579 1,08 2 677 .706

62 957 399 ,786 244 217 ,876 29 105 ,699 1,2 30 723 ,36 1

63 1,086 468 ,160 3 34 336 ,3 17 16 70 ,388 1,436 874 ,865

イ　農地調整事務地理事業

農地の利用関係の紛争に係る和解仲介処理と小作料の物納契約承認を行っている。

(2)国有農地管理処分事務

国有農地の買収、売払、貸付等管理処分とその対価徴収事務を行っている。

(3)農地流動化促進活動事業

農地流動化推進員の掘り起こし活動による農地の賃貸借または売買を推進し、中核的担い手の規模拡大と農

地の有効利用を図る.

(4)農地銀行活動事業

農地流動化総合管理窓口として、農地の流動化による有効利用と規模拡大を図り、中核的担い手を育成する。

( 5 )地域農業姐い手経営能力向上推進事業

土地利用型農業の担い手農家、生産魁級のリーダーを対象に、経営研修セミナー等を開催し、経営能力及び

リーダーとしての資質の向上を図る。

(6)農業者年金業務

農業者の老後生活の安定、経営移譲による農業後継者の育成、確保と経営規模の拡大を目的とする業務を

行っている.

加入・受給状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平元.4.1現在)

種 別
加 入

予 定 者

加 入

届 出 者
被 保 険 者

年 金 受 給 者

経営移譲年金 老 齢 年 金

当 然 加 入 1 ,8 98人 1 ,830人 730人 588人 422人

任 意 加 入 698 503 396 4 1 17

計 2 ,596 2 ′333 1 ,126 629 439

(7)自作農維持資金業務

農業者の経営規模拡大または経営維持を図るための農地取得資金、自作農維持資金の貸付資格認定に関する

業務を行っている.

-212-


